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５．空き家対策のその他の取組
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ひと口に「空き家」といっても、実態は多様

○ 空き家には引き続き住宅として使用できるものから廃屋に近いものまで、また戸建てや共同住宅など多様な
バリエーションがある。問題化する物件は住宅だけでなく、店舗や事務所、倉庫の場合も少なくない。

倒壊のおそれのある空き家

まだ使用できる空き家雑草が繁茂した空き家 共同住宅の空き家

積雪により屋根が落下した空き家 密集市街地の空き家
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空き家による周辺への悪影響は多岐にわたる

○ 空き家による外部不経済は、防災、衛生、景観など多岐にわたり、一様でない。

○防災性の低下
倒壊、崩壊、屋根・外壁の落下
火災発生のおそれ

○ごみの不法投棄

○衛生の悪化、悪臭の発生
蚊、蝿、ねずみ、野良猫の発生、集中

○風景、景観の悪化

○その他
樹枝の越境、雑草の繁茂、落ち葉の飛散 等

想定される問題の例

0 50 100 150 200 250 300 350

その他

悪臭の発生

火災の発生を誘発

ゴミなどの不法投棄等を誘発

防災や防犯機能の低下

風景・景観の悪化

管理水準の低下した空き家や空き店舗の周辺への影響

※国土交通省による全国1,804全市区町村を対象とする
アンケート（H21.1）結果。回答率は６７％

※上記の件数は、複数回答によるもの

（件）
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空き家の現状－推移と種類別内訳

○ 住宅・土地統計調査（総務省）によれば、空き家の総数は、この20年で約１.5倍（576万戸→849万
戸）に増加。

○ 空き家の種類別の内訳では、「賃貸用又は売却用の住宅」（462万戸）等を除いた、「その他の住
宅」（349万戸）がこの20年で約1.9倍に増加。

○ なお、「その他の住宅」（349万戸）のうち、「一戸建（木造）」（240万戸）が最も多い。

[空き家の種類]
二次的住宅：別荘及びその他（たまに寝泊まりする人がいる住宅）
賃貸用又は売却用の住宅：新築・中古を問わず，賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
その他の住宅：上記の他に人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

【出典】：住宅・土地統計調査（総務省）

【空き家の種類別内訳】【空き家の種類別の空き家数の推移】

【出典】：平成30年住宅・土地統計調査（総務省）
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全住宅ストックに占める「その他空き家」の割合

都道府県別のその他空き家率

出典：平成30年住宅・土地統計調査 （総務省）

○ 全住宅ストックに占める「その他空き家」の割合の全国平均は5.6% 。
○ 高知県、鹿児島県、和歌山県等６県において10%を超えているなど、西日本を中心に高い傾向にある。

全国平均：5.6%
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都道府県別の空き家率について

○都道府県別の空き家率についてみると、別荘などのある山梨県、長野県などで高い。

○長期不在・取り壊し予定などの空き家である「その他の住宅」の占める割合は高知県、鹿児島県などで高い。

出典：平成30年度住宅・土地統計調査 （総務省）

空き家率の高い都道府県 その他空き家率の高い都道府県

全国平均 １３．６％ 全国平均 ５．６％

山梨県 ２１．３％ 高知県 １２．７％

和歌山県 ２０．３％ 鹿児島県 １１．９％

長野県 １９．５％ 和歌山県 １１．２％

徳島県 １９．４％ 島根県 １０．５％

高知県 １８．９％ 徳島県 １０．３％

鹿児島県 １８．９％ 愛媛県 １０．２％

愛媛県 １８．１％ 山口県 ９．９％

香川県 １８．０％ 香川県 ９．７％

山口県 １７．６％ 宮崎県 ９．１％

栃木県 １７．４％ 三重県 ９．０％

［空き家の種類について］
二次的住宅：別荘及びその他（たまに寝泊まりする人がいる住宅）
賃貸用又は売却用の住宅：新築・中古を問わず，賃貸又は売却のために空き家になっている住宅
その他の住宅：上記の他に人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など 6

出典 ： 住宅・土地統計調査（総務省）
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空家等対策の推進に関する特別措置法（概要）
背 景

定 義

施策の概要

公布： 平成26年11月27日
施行： 平成27年2月26日
（※特定空家等に対する措置の
規定は5月26日施行）

○ 平成25年時点での空き家は全国約820万⼾と増加の⼀途であり、多くの⾃治体が空家条例を制定するなど、空き家対策が全国的に課題。
○ 適切な管理が⾏われていない空家等が防災、衛⽣、景観等の地域住⺠の⽣活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住⺠の⽣命・⾝体・

財産の保護、⽣活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要（1条）

○「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって
居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの
及びその敷地（⽴⽊その他の⼟地に定着する物を含む。）を
いう。
ただし、国又は地⽅公共団体が所有し、又は管理するもの
を除く。（2条1項）

○「特定空家等」とは、
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛⽣上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が⾏われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の⽣活環境の保全を図るために放置することが
不適切である状態

にある空家等をいう。（2条2項）

・国は、空家等に関する施策の基本指針を策定（5条）
・市町村は、国の基本指針に即した、空家等対策計画を策定
（6条）、協議会を設置（7条）

・都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間
の連絡調整等必要な援助（8条）

○ 基本指針・計画の策定等

・市町村⻑は、法律で規定する限度において、空家等への
⽴⼊調査が可能(9条)

・市町村⻑は、空家等の所有者等を把握するために固定資
産税情報の内部利用が可能(10条)

・市町村は、空家等に関するデータベースの整備等を⾏う
よう努⼒(11条)

○ 空家等についての情報収集

・市町村による空家等及びその跡地に関する情報の提供その他
これらの活用のための対策の実施(13条)

○ 空家等及びその跡地の活用

・市町村が⾏う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地⽅
公共団体による空家等に関する施策の実施に要する費用に対
する補助、地⽅交付税制度の拡充を⾏う（15条1項）

・このほか、今後必要な税制上の措置等を⾏う（15条2項）

○ 財政上の措置及び税制上の措置等

・特定空家等に対しては、除却、修繕、⽴⽊⽵の伐採等の措置
の助言又は指導、勧告、命令が可能。

・さらに要件が明確化された⾏政代執⾏の⽅法により強制執⾏
が可能(14条)

○ 特定空家等に対する措置（※）

空家等

特定空家等

9
※「施⾏5年経過後に、施⾏状況を勘案して検討等を⾏う」（附則）より、特定空家等の判断基準の明確化・空家等対策を⽀援する⺠間主体活用の明⽰化など、基本指針等により空家法の運用改善を実施（令和3年6月）



空き家の具体的措置（空家特措法）

空家等（２条１項）

○空家等及びその跡地の活用（13条）

○所有者等による空家等の適切な管理（12条）

助言又は指導（14条１項）

勧 告（14条２項）

命 令（14条３項）

行政代執行（14条９項）

特定空家等（２条２項）

戒 告（行政代執行法）

固定資産税等の
住宅用地特例除外

50万円以下の過料

代執行に要する
費用の徴収

必要な措置を
とらない場合

○ 空家等への立入調査等（９条）
○ 固定資産税情報の内部利用等（10条）
○ データベースの整備（11条）

基本的な情報の収集

略式代執行（14条10項）

代執行

所
有
者
不
明
の
場
合
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１．対象地区、対象とする空家等の種類、基本的な方針
２．計画期間
３．空家等の調査
４．適切な管理の促進
５．空家等及び空家等の跡地の活用の促進
６．特定空家等に対する措置その他の対処
７．住民等からの空家等に関する相談への対応
８．空家等に関する対策の実施体制
９．その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

空家法に基づく「空家等対策計画」

市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に
即して、空家等に関する対策についての計画を定めることができる。（第６条第１項）

空家等対策計画に定める内容

空家等対策計画の策定の見込み

※全市区町に対する比率

令和３年３月31日時点
調査対象：1,741市区町村

市町村数 比率※

策定済み 1,332 77%

策定予定あり 273 16%

令和３年度 110 6%

令和４年度以降 14 1%

時期未定 149 9%
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空家等対策計画の例 岡山県岡山市（H28.3策定）

・計画策定準備として、市内の住宅を含む全建物の空家の特定と外観目視による老朽・危険度を判定

するなど「施策対象（質・量）」を明確化

・Ａ～Ｅの５段階の老朽度・危険度ランク別※に優先順位を付けた空家等対策を盛込む

計
画
内
容

対象区域 ・市内全域

対象空家等
・法第2条第1項の空家等

（倉庫や店舗など全て）

計画期間 ・H28年度～H37年度（10年間）

対策の特徴
・老朽・危険度の判定ランク別に
優先順位を付けて取組む

策
定
体
制
・
方
法
等

策定体制
・庁内関連課長等からなる岡山市
空家等対策推進会議

・岡山市空家等対策協議会
担当部署 ・都市整備局建築指導課・住宅課
策定方法 ・自前(職員)
策定期間 ・H27.6～H28.3

事前調査の
範囲・方法

・市内全域
・住宅を含む全建物の空家の特定
と５段階の老朽・危険度判定

実施期間 ・H27.6～H28.1（計画策定と並行）

※ Ａ：管理が行き届いており、目立った損傷は認められない
Ｂ：管理が行き届いていないが、危険な損傷は認められない
Ｃ：管理が行き届いておらず、部分的に危険な損傷が認められる
Ｄ：建物全体に危険な損傷が及び、そのまま放置すれば近く、倒壊の危険

が高まると考えられる
Ｅ：建物全体の危険な損傷が著しく、倒壊の危険性があると考えられる

【計画の構成】

老朽危険な空家等の解消

老朽・危険度ランク 対 応

Ｅランク（753棟）

※危険度評点の高いものから着手

Ｄランク（1,269棟）

除却

修繕・除却

空家の適切な管理＋利活用

Ｃランク（2,428棟）

Ｂランク（2,169棟）

空家診断
リフォーム

Ａランク（460棟）

リフォーム

修繕

空家の発生抑制
（空家が生まれにくいまちづくり）

○特定空家等の撤去に
係る支援

○特定空家等の認定
○特定空家等に対する

措置
○応急措置（危険状態

を回避するための必
要最低限の措置）

○市民への周知・啓発
○空家等総合相談窓口

の設置
○空家等の診断・リフ

ォームに係る支援
○民間の空家ビジネス

の育成・普及
○空家等の利活用に係

る支援

○良質な住宅ストック
の確保

○中古住宅の流通促進
○空家等対策計画と各

種計画との整合
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１ 発生抑制
空き家等の発生抑制を推進

⇒空き家等の増加抑制

２ 住環境の保全
住環境の保全を推進

⇒安心感ある居住環境の持続

３ 建替え促進
解体や建替えを推進

⇒危険な空き家等の減少

４ 流通促進 流通の活性化を推進 ⇒空き家等の減少

５ 利活用
新しい用途での利活用を推進

⇒地域コミュニティの利用

６ 転入定住 転入定住を推進 ⇒地域の活性化

空家等対策計画の例 愛知県春日井市（R3.3改定）
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・2021年３月に｢第２次春日井市空き家等対策計画(2021～2025年)｣を策定
・マンション管理適正化推進計画を兼ねた総合的な計画で、空き家等対策をより一層推進

【計画期間】 2021年度～2025年度(５年間)
【策定根拠】 ・空き家等対策の推進に関する特別措置法第６条第１項

・マンションの管理の適正化の推進に関する法律第３条の２
第１項

【対 象】

計画の対象等

住宅総数に占める空き家（その他の住宅）の割合4.66％(現状維持)

設定する成果目標

取組みの基本的施策

現状と課題

マンションの適正管理

10年未
満

17棟…

10年以上
20年未満

67棟
17.4%

20年以上
30年未満

147棟
38.1％

30年以上
40年未満

70棟
18.2%

40年以上
50年未満

58棟
15.1%

50年以上
26棟
6.8%

合計
385棟

【現状と課題】
・マンションの老朽化、
管理不全化の懸念

・建物規模から周辺に
及ぼす悪影響大

・戸建て空き家、共同住宅
の空き室が増加し、空き
家率も上昇

・旧耐震基準の時期に建築されている

築40年以上のものが全体の約20％

★共同住宅（分譲マンション）に関する取組み
・空き室の流通促進
・マンション管理の適正化に関する相談支援
・マンション管理状況の実態把握
・空き室発生の未然防止 等

・今後､老朽化が懸念される築20年以上

40年未満のものが全体の約50％以上

【分譲マンション建築後の経過年数別棟数】

【空き家総数】

住宅 住宅以外
（併用住宅を含む） （店舗・事務所・工場など）

　＊　空家法の対象外

共同住宅などの空き室＊

空家等（空家法第２条第１項）

本市が所有する使用していない公共施設＊

特定空家等（空家法第２条第２項）



○地域住民
○市町村の議会の議員
○学識経験者 法務

不動産
建築
福祉
文化

等

空家法に基づく協議会

協議会の構成員

○市町村長（特別区の区長含む）【必須】

⇒ 自治会役員、民生委員

○その他の市町村長が必要と認める者

⇒ 弁護士、司法書士、行政書士
⇒ 宅地建物取引業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士
⇒ 建築士
⇒ 社会福祉士
⇒ 郷土史研究家
⇒ 警察・消防職員、法務局職員、道路管理者、

まちづくり等を行うNPO

（例）

≪空家等対策の推進に関する特別措置法 第７条≫

市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会（以下この条において
「協議会」という。）を組織することができる。

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、
建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
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空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等（概要）

市 区
町村数

比率

設置済み 907 52%

設置予定あり 271 16%

令和3年度 77 4%

令和4年度以降 8 1%

時期未定 186 11%

設置予定なし 563 32%

合 計 1,741 100%

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 合 計

助言・指導 2,173 (124) 3,125 (202) 3,840 (271) 4,542 (325) 5,359 (399) 5,849 (396) 24,888 (687)

勧告 54 ( 23) 202 ( 72) 292 ( 91) 375 (102) 465 (138) 480 (149) 1,868 (320)

命令 4 ( 3) 17 ( 16) 44 ( 29) 42 ( 20) 42 ( 33) 66 ( 46) 215 (113)

行政代執行 1 ( 1) 10 ( 10) 12 ( 12) 18 ( 14) 28 ( 25) 23 ( 21) 92 (  74)

略式代執行 8 ( 8) 27 ( 23) 40 ( 33) 49 ( 44) 69 ( 56) 66 ( 54) 259 (166)

合計 2,240 ( 128) 3,381 (214) 4,228 (293) 5,026 (351) 5,963 (429) 6,484 (433) 27,322 (718)

1．空家等対策計画の策定状況 2．法定協議会の設置状況

3．特定空家等に対する措置状況 （ ）内は市区町村数

市 区

町村数
比率

既に策定済み 1,332 77%

策定予定あり 273 16%

令和3年度 110 6%

令和4年度以降 14 1%

時期未定 149 9%

策定予定なし 136 7%

合 計 1,741 100%

令和３年３月31日時点（調査対象：1,741市区町村）

4.空き家等の譲渡所得3,000万円
控除に係る確認書の交付実績

（ ）内は市区町村数

交付件数

平成28年度 4,477 (496)

平成29年度 6,983 (564)

平成30年度 7,774 (598)

令和元年度 9,573 (600)

令和２年度 9,713 (623)

合 計 38,520 (877)

※1 市区町村からの申し出を受け、過去に公表した過年度分の助言・指導等の件数を一部修正している。

空家法の措置により除却等がなされた

管理不全空き家（特定空家等を含む。）
市区町村による空き家対策の取組により

除却等がなされた管理不全空き家
合 計

15,161件 97,274件 112,435件

5．空家法に基づく措置や市町村による空き家対策による管理不全空き家の除却等※2の推進

※2 除却等：除却、修繕、繁茂した樹木の伐採、改修による利活用、その他適切な管理
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市区町村の取組による管理不全の空き家の除却等の状況
令和３年３月31日時点（調査対象：1,741市区町村）

： 97,274 件

市区町村の取組により除却等※４

がなされた特定空家等

・助言・指導に至る前 ： 6,229 件
・助言・指導後、勧告に至る前 ： 8,009 件
・勧告後、命令に至る前 ：
・命令後、行政代執行に至る前 ：
・代執行（行政代執行＋略式代執行）

合計
：112,435 件

※３）空家法第12条に基づく助言等、空き家条例に基づく助言・指導や勧告等、任意の行政指導、除却・改修等への補助。

※４）除却以外に修繕、繁茂した助木の伐採などを含む。

市区町村の取組※３により除却等※４が
なされた管理不全の空き家
（特定空家等を除く）

： 15,161 件

平成30年度住宅・土地統計調査による「その他空き家」のうち「腐朽・破損あり」（＝管理不全）：100.6万戸※１

市区町村が把握した管理不全の空き家 ： 48.4万 件

※２）市区町村内の全ての空き家や通報があった全ての空き家について探索をしている市区町村があるため、結果として適切に管理が行われていた空き家を含む。

※１）平成30年度住宅・土地統計調査（平成30年10月1日時点）による統計値。

現在、市区町村が状況を把握できていない空き家※５：11.1万件

特定空家等として把握 ： 3.4万 件

所有者を特定 ： 46.2万 件、所有者不明の物件数 ： 5.0万 件

（探索中：0.9万件、探索未実施： 1.7万件、所有者探索状況不明：13.2万件）

現存する管理不全の空き家 ： 24.2万件

（特定空家等を除く）

所有者探索等 ：67.0万件※２

現存する特定空家等： 1.9万 件

66 件

： 351 件

506 件

※５）軽微な管理不全のため市区町村がその後のフォローを行っていないもの等。

１．空き家の現状について
２．空家等対策特別措置法について
３．空き家対策に関する予算・税制等
４．空家法の運用改善
５．空き家対策のその他の取組
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〇 空き家対策は、除却すべきものは除却し、活用できるものは活用するとの考え方のもと、
地域のまちづくり・住まいづくりとしての取組を支援

〇 また、既存住宅流通市場の活性化の一環として支援

住宅として流通

利用

人材育成等

発生防止等

予算 市町村による総合的な取組（活用、除却等）を推進（空き家対策総合支援事業）
「空家等対策計画」に基づく空き家対策を地域のまちづくりとして実施する市町村に対し、国が重点支援

45億円
(1.00倍)

予算 社会資本整備総合交付金（空き家の活用・除却を基幹事業として支援） 社会資本整備総合交付金
等の内数

予算
子育て世帯や高齢者世帯等向けの賃貸住宅に空き家等を活用

住宅確保要配慮者向けの住宅の改修や入居者負担の軽減等へ支援

社会資本整備総合交付金
等の内数等

予算 空き家の流通・活用の促進
・物件の現地調査等に要する作業負担等の実態調査 等

0.05億円（0.50倍）

予算
既存住宅流通・リフォーム市場の整備

・住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業（うち、長期優良住宅化リフォーム推進事業）
・住宅ストック維持・向上促進事業

・200億円の内数
（皆増）

・5.53億円（0.86倍）

融資
空き家の取得への支援
空き家対策に積極的な地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、居住その他の使用がなされていないことが常態である住宅の改修又は取得
に対して、地方公共団体による財政的支援とあわせて、フラット３５の金利引下げを実施

税制 買取再販で扱われる住宅の取得等に係る不動産取得税 ・登録免許税の特例

税制 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
相続により生じた古い空き家（含：除却後の敷地）を譲渡した場合、譲渡所得から３０００万円を特別控除

税制
固定資産税等の特例（住宅用地特例の解除）

空家法に基づく勧告をした特定空家等に係る敷地について住宅用地特例の対象から除外

予算 モデル的な取組への支援（住宅市場を活用した空き家対策モデル事業）
人材の育成や専門家等との連携・相談体制の構築等を支援

3.5億円
(1.00倍)

用途転換 予算
住宅団地における持続可能な居住環境の形成（住宅市街地総合整備事業(住宅団地ストック活用型)）

空き家等既存ストックを活用した高齢者・子育て世帯の生活支援施設等の整備、若年世帯の住替えを促進するリフォー
ム等を総合的に支援

社会資本整備総合交付
金の内数等

解体・撤去
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空き家対策等の推進（R4年度予算・税制等）

•住宅地区改良事業等計画基礎調査事業
（空き家が集積し、その活用が必要な地域における空き家の活用の方針、関連する各種ハード事業の導入可能性の検討等）

などの要件を満たす地方公共団体

空き家対策総合支援事業

空家法を積極的に活用して、空き家・不良住宅の除却、活用、関連事業など総合的な空き家対策に取り組む市町村に対し支援を行う。

拡充

地域活性化のため、空き家を
地域交流施設に活用

空き家の活用空き家の除却

居住環境の整備改善のため、
空き家・不良住宅を除却

空家等対策計画に基づき実施する以下の事業

空
家
法
に
基
づ
く「
協
議
会
」を
設
置
す
る
な
ど
、

地
域
の
民
間
事
業
者
等
と
連
携
し
て
事
業
を
推
進

事業期間：平成28年度～令和7年度

･ 雪害、地震、風水害、土砂災害等の各種災害により被害が生じた又は被害が見込まれる空き家の緊
急的又は予防的な除却については、空家等対策計画に位置付けた場合に限り、当該空き家の除却後
の跡地を「地域活性化のための計画的利用に供さなければならない」という要件（以下、「地域活性化
要件」という。）を適用しないこととする。

・空き家・不良住宅を除却した後の土地の整備 【補助率：直接1/2、間接1/3（かつ市町村の1/2）】
ただし、地域活性化要件の適用が除外されている特定空家等や不良住宅の除却後の土地を、公益性の高い以下の用途で
活用する場合、かつ、10年以上同一の用途で活用を行う場合に限る。

ア）地域に開放するポケットパークや児童遊園
イ）災害時等に避難することが可能な防災空地や避難場所
ウ）地域に開放する公的駐車場

空き家の除却に係る拡充

事業内容

補助対象

拡充

拡充

令和４年度当初予算：45億円

＜空き家対策基本事業＞
・空き家・不良住宅の除却 【補助率：直接・間接ともに2/5】

・空き家の活用【補助率：直接1/2、間接1/3（かつ市町村の1/2）】

・空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握 【補助率：直接1/2】

・空き家の所有者の特定 【補助率：直接1/2】

＜空き家対策附帯事業＞ 【補助率：直接1/2】

・空家法に基づく行政代執行等の措置の円滑化のための法務的手続等を行う事業

①特定空家等の除却
（自主的対応が可能な者に対する空家法第14条第3項に規定する命令に係る部分を除く）

②住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅の除却
③地域活性化要件を満たす空き家の除却

•住宅•建築物耐震改修事業 •住宅市街地総合整備事業 •街なみ環境整備事業
•狭あい道路整備等促進事業 •小規模住宅地区改良事業 •地域優良賃貸住宅整備事業

・通常想定される除却費と比較して高額となる以下の場合に限り、かかりまし費用を補助対象に追加する。
ア）崖地や狭小敷地、無接道敷地等に立地し、通常とは異なる工法により除却する場合
イ）離島等に立地し、廃材等の処分場が近くにない場合

注1)

＜空き家対策促進事業＞ 【補助率：直接1/2、間接1/3 （かつ交付対象事業の全体事業費の2/10以内 ） 】
・空き家対策基本事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業
例：空き家対策基本事業（代執行又は空き家の除却若しくは活用）にあわせて行う残置物の処分（ただし、空き家対策基本事業における工事等と同一契約で行う場合は空き家対策基本事業として対応する。）

・空家等対策計画に定められた空家等に関する対策の対象とする地区において事業を行う

・空家法に基づく「協議会」を設置するなど、地域の民間事業者等との連携体制がある

① 行政代執行・略式代執行に係る弁護士相談等の必要な司法的手続等の費用
② 代執行後の債権回収機関への委託費用
③ 財産管理制度の活用に伴い発生する予納金

＜空き家対策関連事業＞ 【補助率：各事業による】
・空き家対策基本事業とあわせて実施する以下の事業

複数の住戸等からなる建物の場合は、全ての住
戸等が空き家であるものに限る (不良住宅を除く)。

注2) 所有者等から、代執行による除却費、財産管理制
度における予納金又は残置物の処分費に相当する
費用を回収した場合は、国に返納する必要がある。
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長らく空き家となっている店舗兼住居を所有者から町に寄附を受け、１階は地域おこし協力隊の活動
拠点やチャレンジショップ、２階はワークショップなど集いの場として活用する多目的フロアに改修し、
地域の住民、若者が気軽に立ち寄り交流できる「商店街活性化拠点施設」として活用。

空き家対策総合支援事業【活用】の事例 高知県越知町

改修前 改修後 20

おちちょう

空き家対策総合支援事業の事例【活用】 岐阜県郡上市

寄付受けした大規模な町屋を歴史的建造物として保存・復元して来訪者に町の魅力や暮ら
しぶりを伝えるとともに、ものづくり文化等の発信や、地域資源を活用した取り組みを支援す
るまちづくりの拠点施設として活用を図る。

改修前 改修後（イメージ図） 21

ぐじょうし



空き家対策総合支援事業等の事例【活用】 茨城県笠間市

東日本大震災を機に廃業し空店舗となった旧井筒屋旅館本館（木造三階建）を市が購入
後、耐震補強・改修工事を行い、観光インフォメーション、歴史展示コーナー、会議室等の
整備を実施し、まちの魅力向上及び地域の活性化を図る拠点施設として活用。

改修前 改修後 22

市民が安心して子どもを生み育てることができる“地域のこども・子育ての拠点”となるよう、閉校となった
小学校の校舎（南棟）を市で改修し、隣接する校舎（北棟）を解体して整備した児童遊園と併せて、児
童館、子育て支援センターなどを含めた総合的な子育て支援施設として活用する。

改修前 改修後 23

空き家対策総合支援事業等の事例【活用】 佐賀県多久市
た く し



空き家対策総合支援事業等の事例【活用】 広島県呉市

斜面地に立地する空き家の利活用と地域の活性化を促進することを目的として，空き家の所有者がリ
フォームを行い，また居住する学生が所有者の同意を得てＤＩＹリフォームを行い，学生シェアハウスと
して活用。

改修前 改修後 24

空き家再生等推進事業【活用】の事例 鹿児島県和泊町

人口が減少している集落において，定住促進や地域活性化につながる住まいを確保するた
め，居住環境を阻害するおそれのある空き家について町が所有者から借り受け，改修を行
い，主に子育て世帯用の公的賃貸住宅として活用している。

改修前 改修後

わどまりちょう
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空き家対策総合支援事業【活用】の事例 三重県伊賀市

空き家となった古民家等の歴史的資源を活用した観光まちづくりを進めるため、古民家等再
生活用指針に基づき、城下町全体をホテルとし、城下町に分散する空き古民家等を客室や
テナントに活用する分散型ホテル「伊賀上野城下町ホテル」開発の一部を市が補助する。

改修前 改修後

いがし

空き家対策総合支援事業【除却】の事例 滋賀県高島市

所有者等を確知できず、周辺に悪影響を及ぼしている特定空家等について、空家等対策の推進に関
する特別措置法第１４条第１０項の規定に基づき、市が略式代執行により除却。

除却前 除却後

27

たかしまし



空き家対策総合支援事業の事例【除却】 栃木県宇都宮市

市民等の良好な生活環境の保全を図ることを目的に，老朽化した家屋の倒壊や建築材の
飛散のおそれがあるなどの危険な空き家について，空き家所有者等が除却する場合に，市
がその費用の一部を補助するもの。

除却前 除却後

28

空き家対策総合支援事業の事例【除却】 高知県土佐市

南海トラフ巨大地震などの地震災害が発生した際に、老朽化した住宅等が倒壊し、避難
を妨げることを防ぐため、老朽化住宅所有者等が除却する場合に、市がその除却費の一
部補助を行っている。不良度の低い空き家住宅等の除却については、除却後は防災空
地として活用してもらうこととしている。

除却前 除却後
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空き家対策総合支援事業【除却】の事例 石川県加賀市

当該物件は山代温泉市街地の玄関口に位置する大型旅館であり、平成24年に所有法人が閉鎖さ

れ長期間の管理不全により、外壁の剥離・落下等による近隣住宅や通行人への危険をはじめ、景
観阻害等による温泉観光地のイメージに悪影響を及ぼしているため、市が取得し解体を行い、跡地
を広場として整備する。

除却前 除却後

30

空き家対策総合支援事業【除却】の事例 北海道岩内町

老朽化した町有施設の除却を促進させることで、周辺住環境の改善を図るとともに、除却
跡地を堆雪スペース等の公共用地として活用することで良好な住環境の形成に資すること
を目的として施行している。

除却前 除却後

いわないちょう
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事業内容

居住環境の整備改善を図るため、空き家・不良住宅の除却、活用等に取り組む地方公共団体に対し支援を行う。

令和４年度当初予算：
社会資本整備総合交付金等の内数

空き家再生等推進事業
（社会資本整備総合交付金等の基幹事業）

・空き家※1・不良住宅※2の除却 (ただし、行政代執行による除却は除く) 【補助率：直接・間接ともに2/5】

空き家の除却

居住環境の整備改善のため、
空き家・不良住宅を除却

補助対象

空き家の活用

地域活性化のため、空き家を
観光交流施設に活用

事業主体・補助率
所有者が実施 地方公共団体が実施

除却

活用

2/5 3/5

国

地
方
公
共

団
体

所
有
者

2/5 2/5 1/5

国

地
方
公
共

団
体

1/2 1/2

国

地
方
公
共

団
体

所
有
者

1/3 1/3 1/3

国

地
方
公
共

団
体

通常想定される除却費と比較して高額となる以下の場合に限り、かかりまし費用を補助対象に追加する。
ア）崖地や狭小敷地、無接道敷地等に立地し、通常とは異なる工法により除却する場合

イ）離島等に立地し、廃材等の処分場が近くにない場合

・不良住宅を除却した後の土地の整備 【補助率：直接1/2、間接1/3（かつ市町村の1/2）】
ただし、地域活性化要件の適用が除外されている不良住宅の除却後の土地を、公益性の高い以下

の用途で活用する場合、かつ、10年以上同一の用途で活用を行う場合に限る。

ア）地域に開放するポケットパークや児童遊園

イ）災害時等に避難することが可能な防災空地や避難場所

ウ）地域に開放する公的駐車場

空き家の除却に係る拡充

補助対象 補助率

拡充

注) 複数の住戸等からなる建物の場合は、全ての住戸等が
空き家であるものに限る (不良住宅を除く)。

拡充

※1  「除却後の跡地を地域活性化のための計画的利用に供さなければならない」という要件

（以下、「地域活性化要件」という。）を満たすことが必要。

※2  住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅

・空き家の活用【補助率：直接1/2、間接1/3（かつ市町村の1/2）】

・空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握 【補助率：直接1/2】

・空き家の所有者の特定 【補助率：直接1/2】

空家等対策計画に定められた空家等に関する対策の対象

とする地区において事業を行う地方公共団体

32

改修前 改修後

事業を実施する民間団体の代表が管理していた空き家を地域コミュニティの活性化を図ることを目的
として改修。簡易宿泊施設としての機能も備え、滞在体験や体験学習等、人と人とをつなぐ地域の活
動・交流拠点施設として同団体の代表が運営。

33

空き家再生等推進事業【活用】の事例 愛媛県八幡浜市
やわたはまし



改修前 改修後

集落の中心で空き家となっていた古民家を村が借り上げ、移住定住促進住宅へと改修し、村外か
らの移住者を受け入れ、地域コミュニティの活性化を図ることを目的としたもの。住居兼ギャラリーや
飲食を伴う憩いの場として、人と人とをつなぐ地域の活動・交流拠点の場として利用。

34

空き家再生等推進事業【活用】の事例 奈良県黒滝村
くろたきむら

住宅市場を活用した空き家対策モデル事業

全国における空き家対策を加速化するため、空き家対策の執行体制の整備が必要な自治体における専門家等と連携した相談
窓口の整備等を行う取組、民間事業者が空き家の発生防止等の抜本的対策に取り組むモデル的な取組、ポスト・コロナ時代を
見据えて顕在化した新たなニーズに対応した総合的・特徴的な取組について支援を行い、その成果の全国への展開を図る。

令和４年度当初予算：3.5億円拡充

相談窓口等の空き家対策の執行体制
の整備が必要な自治体を対象として、空
き家相談のための人材育成、法務・不動
産・建築等の多様な専門家と連携した相
談体制を構築する取組を支援。

定額補助

・上記１．については原則として地方公共団体と専門家等が連携して実施すること

・本事業の成果を広く公開すること

市区町村、民間事業者等

＜想定される取組例＞

＊シェアリング・サブスクリプション等を活用
したビジネス化・産業を展開し、空き家の
潜在的需要を喚起する取組

１．空き家に関する相談窓口等
の民間連携支援

２．住宅市場を活用した
空き家に係る課題の解決

空き家に係る全国共通の各種課題に
対して、住宅市場を活用した空き家対策
に関する新たなビジネスの構築等のモデ
ル的な取組に対して支援。

３．ポスト・コロナ時代を見据えて
顕在化した新たなニーズに対応した

総合的・特徴的な取組支援

立地・管理状況の良好な空き家の利活
用の促進等、顕在化した新たなニーズに
対応した総合的・特徴的な取組に対して
支援。

＊遠隔地や海外に住む所有者が安心して円滑に
除却できる方法を模索する取組

＜想定される取組例＞
＊移住・定住・多地域居住等に係る様々な
ニーズに対応した総合的・特徴的な空き家
の利活用（テレワークスペース、ワーケー
ションスペースやサテライトオフィス等）
に係る取組

＊空き家バンクへの物件登録の促進のための
登録に係るサポート体制の整備等の
総合的・特徴的な取組

＊空き家バンク登録物件の流通促進のための
マッチング等の総合的・特徴的な取組

＊空き家対策と居住支援を連携させ、住宅確保
要配慮者向けの住宅を確保する取組

令和３年度～令和５年度

事業内容

補助対象 事業期間補助率

事業要件

拡充
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（太宰府市空家予防推進協議会）

課題と目的 市内には、空家となる可能性の高い住まいが多く存在しており、今後も空家が増える
可能性が高い。このことから、特に高齢者やその家族と接点が深い、ケアマネジャーや
民生委員等といった福祉関係者、自治会等の意向を把握し、連携して空家対策に
取り組むことで、住まいを空家にしないための予防啓発につなげることを目的とする。

取組内容 ① 相談員や専門家の研修・育成
② 地域の専門家等との連携体制の構築
③ 相談事務の実施

成果 ・空家予防に向けて実施すべき事項を整理したカリキュラムの作成
・座談会等の結果をまとめた対話集の作成
・くらし相談窓口の相談対応マニュアルの作成

取組内容 主な成果物
①空家予防に向けて実施

すべき事項を整理した
カリキュラム

③くらし相談窓口の
相談対応マニュアル

■太宰府小校区
福祉会の講演会

②座談会等の結果をまとめた
対話集

協議会が運営す
るセミナーに参加
された方より、「ぜ
ひうちの校区でや
ってほしいと言わ
れ」実施した。計
212人参加

② 地域の専門家等との連携体制の構築
●空家予防や住まいの終活を考える上で実施すべきことをカリキュラムとして

整理し、それを基にしたセミナー等のプログラムメニューを作成する。

●カリキュラムやプログラムメニューを作成する際に、各分野に応じた専門家
（講師）を位置付け、連携体制を構築し、検討する。

① 相談員や専門家の研修・育成

●ケアマネジャーや民生委員に対し
て、住まいに関する座談会・勉強を
実施。

●自治会を対象に相談会等を実施。

●今後の暮らしや住まい（終活等）
に関するセミナーとシンポジウムを
開催

③ 相談事務の実施

●市役所内に空家総合相談窓
口を設置し、協議会で運営を実施

●次年度以降も継続して取り組みが
展開できるしくみを検討

意向等を反映 相談事項等を反映

出典）太宰府市空家予防推進協議会資料

空き家対策モデル事業の取組事例①
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空き家対策モデル事業の取組事例②

課題 広域的な空き家対策情報の提供や相談体制の整備

目的 広域的な空き家相談体制の拡充や遠隔地の空き家の解消

取組内容 ①広域空き家相談にかかる空き家相談窓口情報の収集と整理
②空き家除却サポートツールの作成と空き家除却コンサルティングネットワーク構築の検討
③広域連携空き家相談手法とその体制整備に関する実証調査研究

成果 ①空き家相談窓口情報「のろしシステム・全国版」 ②空き家除却サポートツール「空き家除却解説書（所有者向け）」
「空き家除却手順書（地方の相談員向け）」 ③遠隔地空き家相談テレビ会議システム運用手引書 ④遠隔地の空
き家解消・実証調査レポート

取組内容

①広域空き家相談にかかる空き家相談窓口情報の収集と整理
・地域の空き家対策情報の更新と収集（アンケート調査＆ヒアリング調査）
・空き家相談窓口情報「のろしシステム・全国版」の公開

②空き家除却サポートツールの作成と空き家除却コンサルティング
ネットワーク構築の検討

・空き家の除却に関するノウハウの整理（空き家除却サポートツールの作成）
・遠隔地の空き家除却コンサルティングに対応できるネットワーク構築の検討

③広域連携空き家相談手法とその体制整備に関する実証調査研究
・都市部広域連携空き家相談員を対象にしたモデルＷＥＢ研修の実施
・電話による遠隔地空き家相談モデル事業の実施（全国空き家相談ホットライン）

・広域地区合同相談会の開催（大阪、東京）
・遠隔地空き家相談テレビ会議システムの運用
・遠隔地の空き家解消に関するモデル的取組と
実証調査

主な成果物

全国空き家ホットライン
全国空き家相談窓口情報（の
ろしシステム）の公開

空き家除却解説書
（所有者向け）

空き家除却手順書
（地方の相談員向け）

遠隔地空き家相談テレビ会議システム運用手引書

外部との連携実績（自治体区分別） アンケート調査 集計結果（回答481自治体）
昨年との合計（回答944自治体）

（全国不動産コンサルティング協会）
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空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置

空家の全国的な増加が懸念される中、空家の除却・適正管理を促進し、市町村による空家対策を支援する観点から、空家の存
する敷地に係る固定資産税等について必要な措置を講ずる。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成26年法律第127号、以下「空家法」という）の規定に基づき、市町村長が特定
空家等（注）の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等
に係る敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外することとする。

（注）周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等

【現行の住宅用地特例】

小規模住宅用地
（200㎡以下の部分）

一般住宅用地
（200㎡を超える部分）

固定資産税の
課税標準

1/6に減額 1/3に減額

【管理が不十分な空家のイメージ】

概要

措置の内容

○ 適切な管理が行われていない空家が放置されることへの対策として、固定資産税等の特例措置（人の居住の用に供する
家屋の敷地に適用される住宅用地特例）を解除。

特定空家等
（2条2項）

助言又は
指導

（14条1項）

勧告
（14条2項）

命令
（14条3項）

行政代執行
（14条9・10項）

■ 空家法上の特定空家等に対する措置の流れと固定資産税等の住宅用地特例の適用対象除外のタイミング

住宅用地特例の適用対象除外
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特定空家等に対する措置 勧 告 命 令 行政代執行

H27.5～R3.3の累計件数 (市町村数) 1,868件（320） 215件（113） 92件（74）

H27.5～R3.3末

空き家対策の推進を目的とした固定資産税の住宅用地特例に関する取組について

「空き家対策の推進を目的とした固定資産税の住宅用地特例に関する取組について（情報提供）」（事務連絡（※１））
○ 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例は、特定空家等の所有者等に対し勧告（※２）がされた特定空家等の敷地の用

に供されている土地については適用されないこととされている。
〇 また、賦課期日における当該家屋の使用若しくは管理の状況又は所有者等の状況等から客観的にみて、居住の用に供するため

に必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合等には、住宅には該当しないも
のとされ、そのような家屋の敷地の用に供されている土地については、住宅用地特例の対象とはならないこととされている。（※３）

○ 京都市や神戸市では、「居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがな
いと認められる場合」に該当するか否かを判断し、住宅用地特例の対象から除外する取組を実施している。

■京都市の取組内容

■神戸市の取組内容

○ 空き家対策部局（※４）が、「京都市空き家等の活用、適正管理等に関する条例」等で定める基準に基づき、主要構造部（壁、
柱、屋根等）が特定空家等に相当する状態にあると判断した空き家の情報を税務部局に共有する。

○ 税務部局は、空き家対策部局から情報を共有された空き家について、「京都市固定資産税等住宅用地認定基準」及び内規
に基づき、「居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められ
る場合」は当該空き屋の敷地の用に供されている土地について、住宅用地特例の対象から除外する。

○ 空き家対策部局が、「神戸市空家空地対策の推進に関する条例」等で定める基準に基づき、建築物が特定空家等に相当す
ると判断した空き家の情報を税務部局に共有する。

○ 税務部局は、空き家対策部局から情報を共有された空き家について、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（令和 2 
年 3 月内閣府（防災担当））のうち、第 1 次調査の基準を活用した外観調査を行い、「居住の用に供するために必要な管理を
怠っている家屋」であると認められる場合は、当該空き家の所有者に対し、今後修繕等の予定が無ければ当該空き家の敷地の
用に供されている土地について、住宅用地特例の対象から除外する旨を示しつつ意向の確認を行い、解体予定である場合や連
絡がない場合等においては、住宅用地特例の対象から除外する。

※１ 令和３年３月30日事務連絡 各都道府県・指定都市 空き家対策担当部局宛 国土交通省住宅局住宅総合整備 課／総務省地域力創造グループ地域自立応援課地域振興室通知
※２ 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）第14条第２項
※３ 「「地方税法第三百四十九条の三の二の規定における住宅用地の認定について」等の一部改正について」（平成27年５月26日付総税固第42号 各道府県総務部長及び東京都総務・主税局長あて総務省自治税
務局固定資産税課長通知）

※４ 令和４年４月時点においては税務部局において対応
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空き家等の除却跡地等の固定資産税の減免事例

新潟県見附市 富山県立山町 福岡県豊前市 鳥取県日南町

老朽危険空き家等の所在地に
係る固定資産税等の減免に関
する要綱（H24.10.１実施）

老朽住宅所在地に係る固定資
産税の減免に関する要綱
（H26.３.１実施）

老朽危険家屋等除却後の土地
に対する固定資産税の減免に
関する条例（H26.6.20施行）

老朽家屋等解体撤去に係る固
定資産税の減免措置要綱
（H27.3.17実施）

目的 ・老朽危険空き家の解体・除却
の促進
・更地にすることで生じる急激な
税負担増への配慮

・老朽住宅の解体・除却の促進
・空き家の適正管理の促進
・地域の生活環境への悪影響
の低減

・老朽家屋等の除却の促進
・市民の安全・安心の確保
・住環境の改善

・老朽家屋等の撤去の促進
・老朽家屋等の管理不全状態
の防止
・町民の生活環境保全の維持

対象
空き家
の要件

・老朽危険空き家登録リストに
登載
・構造上住居と認められない

・人の居住の用に供する家屋と
は認められない家屋
・法令その他の理由で人の居
住の用に供することができな
い

・老朽危険家屋※の認定申請
を行い、認定を受けたもの
※家屋等の老朽度の判定基
準による各評点の合計が
50点以上

・老朽化により管理不全状態に
ある家屋又はなりつつある家屋

減免
対象
要件

・住宅用地に係る課税標準の
特例解除
・緊急時における安全措置のた
めの同意書の提出
・減免申請書の提出

・住宅用地に係る課税標準の
特例解除
・老朽住宅の認定日から1年以
内に滅失されていること
・減免申請書の提出

・住宅用地に係る課税標準の
特例解除
・減免申請書の提出

・住宅用地に係る課税標準の
特例解除
・町の補助金を利用し解体撤
去し、翌年1月1日までに滅失
届があったもの
・減免申請書の提出

減免
期間

・2年間（老朽危険空き家に認
定された翌年の1月1日以降）

・2年間（住宅用地の特例解除
年度及び翌年度）

・10年間
（特例解除年度から10年間）

・10年間
（特例解除年度から10年間）

減免額
の算定
方法

・住宅用地特例が解除される
年度の前年度の住宅用地の特
例に準ずる額

・該当する土地に係る固定資産
税の額と住宅用地の特例の適
用があるものとみなして
算定した固定資産税の額の差
額相当分

・特例解除年度から5年間は住
宅用地の特例に準ずる額・6年
度目から上記額×5/6以降、
4/6～1/6へと段階的に乗数を
減ずる

・住宅用地特例が解除される
初年度に家屋が存在した場合
にかかる割賦相当額との差額

減免
実績

・H25～28年度の4年間：8件
（減免額約4.4万円/件）

・H27、28年度の2年間：3件
（減免額約0.6万円/件）

・H26、27年度の2年間：20件

（減免額：非公表）

・H27年撤去分：4件
（減免額約0.3万円/件）
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空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）

相続日から起算して３年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋
を相続した相続人が、当該家屋（耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。）又は
取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する。

（※）本特例を適用した場合の譲渡所得の計算
譲渡所得 ＝ 譲渡価額 － 取得費（譲渡価額×５％（※））－ 譲渡費用（除却費用等） － 特別控除3,000万円

※ 取得費が不明の場合、譲渡価額の5％で計算

○本措置のイメージ

更地

被相続人が居住の用に供して
いた家屋(※)及びその敷地

空き家 取壊し

耐震リフォーム
（耐震性がある場合は不要）

空き家の譲渡所得3,000
万円特別控除の適用（※）

相続

ポイント
１！

ポイント
３！

ポイント
２！

【具体例】相続した家屋を取り壊して、取壊し後の土地を500万円で譲渡した場合

○本特例を適用する場合の所得税・個人住民税額 ： ０円

（ 500万円 － 500万円 × ５％ － 200万円 － 3,000万円 ） × 20％ ＝ ０円

○本特例がない場合の所得税・個人住民税額 ： 55万円

（ 500万円 － 500万円 × ５％ － 200万円 ） × 20％ ＝ 55万円

＜前提条件＞
・昭和55年建築 ・除却費200万円
・被相続人が20年間所有 ・取得価額不明

(※) ・昭和56年５月31日以前に建築された家屋に限る。
・相続開始の直前に被相続人が老人ホーム等に入所

していた場合、一定要件を満たせば適用対象となる。
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年度 H28 H29 H30 R1 R2 合計

交付件数 (市町村数) 4,477 (496) 6,983 (564) 7,774 (598) 9,573 (600) 9,713 (623) 38,520 (877)

譲渡

譲渡

○空き家等の譲渡所得3,000万円控除に係る確認書の交付実績



① 市町村による空き家の特定・
所有者調査 （課税情報も活用）

② 空き家所有者に外部提供の
意向確認

③ 空き家所有者の同意
④ 所有者情報を提供
⑤ 事業者と所有者の接触

「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」について

○ 空き家の利活用の促進を図る上で、宅地建物取引業者等の民間事業者等との連携が重要。

○ 市町村が空き家所有者情報を民間事業者等に提供するための法制的な整理や、空き家所有者情報の収集・同意
取得の留意点等の運用方法、先進的な取組事例等を内容とするガイドライン（試案（平成29年３月公表）を拡充したも
の）を策定・公表。

２ ． 空 き 家 所 有 者 情 報 の 提 供 に 関 す る 運 用 の 仕 組 み１ ． 法 制 的 整 理

① 情報の提供先
例：〇〇協会△△支部及び所属事業者

② 提供先における利用目的
③ 提供される情報の内容

例：氏名、連絡先、利活用の意向、物件情報等

（１）同意取得の相手方 ： 所有者

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

の

概

要 （３）同意取得の方法 ： 書面が望ましい

○ 市町村による民間事業者の登録制度市町村と事業者団
体との協定等が考えられる（市町村が積極的に関与）

○ 苦情対応やトラブル防止に配慮した仕組みづくりが重要

空き家所有者情報の外部提供
スキーム（イメージ）

（２）同意取得の内容 ：

○ 空家特措法により、
課税情報等を空き家対
策のために市町村内部
で利用できるようになっ
た。当該情報を基に空
き家所有者本人への接
触も可能。

○ 所有者本人の同意
が得られれば、課税情
報を含む空き家所有者
情報を民間事業者等に
提供することが可能で
あり、個人情報保護条
例、地方税法及び地方
公務員法に抵触しない。

平成30年6月8日公表

○ 空き家の特定等（左記①）に活用されている情報

３ ． 市 町 村 に お け る 先 進 的 な 取 組

○ 市町村の先進的な取組事例を、スキーム図や実際に使用している同意書の書式等とともに紹介。

税務部局・その他の部局

空家部局

④

事業者 所有者

①

②

③

⑤

○ 同意取得（左記③）に当たっての留意事項

○ 所有者情報の提供（左記④）に当たっての留意事項

固定資産税課税情報／不動産登記情報／住民票記載情
報／水道閉栓情報／自治会等からの情報／死亡届等

ガイドライン活用自治体数

261市区町村（R3.10.1時点）42

「全国版空き家・空き地バンク」について

株式会社LIFULL

URL: https://www.homes.co.jp/akiyabank/ URL: https://www.akiya-athome.jp/

アットホーム株式会社

目的・概要目的・概要

運用開始後の効果運用開始後の効果
○ 「全国版空き家・空き地バンク」の試行運用開始直後（平成30年１月）と比

べて、令和４年４月末時点での参加自治体数は約２倍、物件掲載件数は約

４．７倍まで増加 ※掲載件数は２社合算

○ 自治体へのアンケート調査等によると、約10,700件の物件が成約済

（令和４年４月末時点）

登録物件数

（自治体） （戸）全国版空き家・空き地バンク 参加自治体・登録物件数 推移

2,328

10,794
総参加自治体数

空き家・空き地バンク
導入のポイント集

○ 空き家・空き地バンクの未設置自

治体を対象に、「空き家・空き地バン

ク導入のポイント集」を令和４年６月

に公表。

空き家バンクの設置、「全国版空き

家・空き地バンク」 への参加を促進。

○ ポイント集は、先行自治体の要綱

例、宅建業者団体との協定書例を含

めて、地方自治体内での体制構築等

に必要な取り組みをとりまとめたもの。

○ 増加する空き家対策のため、空き家バンクを設置する自治体が増加しているが、自治体ごとに各々設置されてい
るだけでは、開示情報の項目が異なり分かりづらく、また、検索が難しいことから、国土交通省では、各自治体が把
握・提供している空き家等の情報について、自治体を横断して簡単に検索できるよう「全国版空き家・空き地バン
ク」を構築。

○ 公募により選定した２事業者 【 (株)LIFULL・ｱｯﾄﾎｰﾑ(株) 】

が平成29年10月からの試行運用を経て平成30年４月から本

格運用を開始。
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空き家対策に取り組む地方公共団体等が、専門知識やノウハウが必要な具体的課題等について共有し、専門家と連携して対
応方策を協議・検討する場を設け、実践的な空き家対策について政策提言を行い、その実現を図るとともに、蓄積したノウハウ

等の周知・普及を図る。 ※参加団体数 全1,109団体（1,035市区町村＋47都道府県＋27連携専門家団体）（令和４年５月31日時点）

全国空き家対策推進協議会について

・参加を希望する地方公共団体等が参加
・情報の共有のみ、協議・検討の場にも参画

など多様な参加が可能
・会費は無料

＜運営事務局＞ （一社）すまいづくりまちづくりセンター連合会

＜ 協議会の構成員 ＞

○地方公共団体
市区町村
都道府県

空き家バンク部会所有者特定・財産管理制度部会

適宜部会に参加

○連携専門家団体等
不動産関係団体
法務関係団体
金融機関
すままちセンター連合会 等

○顧問（アドバイザー）
学識経験者、国総研担当官 等

企画・普及部会

会 長 岡山県 総社市（市長：片岡聡一）
全国市長会 経済委員長

副会長 京都府 井手町（町長：汐見明男）

・空き家対策と多様な政策分野との
連携上の課題や解決策の検討

・発生抑制・効率的な空き家対策の
検討

部会長：総社市

部会員：四国中央市、岡崎市、奥州市、山形市、棚
倉町、那珂市、利根町、富里市、金沢市、志
賀町、大野市、高山村、羽島市、焼津市、豊
橋市、津島市、明和町、西ノ島町、鳴門市、
日向市

・効果的な空き家バンク活用の促進策の
検討

・空き家バンク運営に係る民間協定の在
り方、空き家の利活用を促進させる仕組
みの検討

部会長：浜松市

部会員：京丹後市、藤沢市、盛岡市、登米市、米沢市、
矢祭町、常総市、笠間市、茂木町、ふじみ野市、
藤沢市、三条市、津南町、関川村、岡谷市、飯
綱町、川根本町、森町、江南市、井手町、宇治
田原町、神戸市、朝来市、多可町、笠岡市、周
南市、松野町、宗像市、福津市、西海市、別府
市、玖珠町

・空き家所有者の効率的な探索方法の検討
・民法・不動産登記法・国庫帰属新法の空き
家対策への活用可能性の検討

・借地上の特定空家等を対象とした新たな
除却モデルの構築

部会長：会津若松市

部会員：板橋区、八尾市、紋別市、知内町、釜石市、丸森
町、横手市、福島市、いわき市、前橋市、熊谷市、
八街市、香取市、上越市、富山市、敦賀市、甲府市、
富士宮市、名古屋市、犬山市、田原市、東浦町、長
浜市、京都市、枚方市、河内長野市、尼崎市、三木
市、たつの市、海南市、米子市、浅口市、早島町、
下松市、田川市、行橋市、南島原市、中津市、佐伯
市

設立：平成29年8月31日

※部会の体制はＲ３年度のもの
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課題と目的

取組内容

成果

令和３年度 全国空き家対策推進協議会の活動について

活動内容 ・空き家対策の具体的課題に関する検討・協議のための専門部会の開催
・専門部会の検討に必要な取組事例等の収集・整理
・財産管理制度活用事例の収集・整理
・空き家対策支援制度情報の収集・整理 ・リモート講演会の開催

成果 ①空き家対策に関するQ＆A集
②先任者が初任者に語る空家法の概説
③空き家対策の推進に向けた民事基本法制の見直しに関する参考情報
④民事基本法制の見直し等に関する質問・回答整理
⑤福祉関連情報の内部利用促進・借地上の管理不全空き家解消・財産管理

制度の活用促進に向けた政策提言・制度改正要望
⑤令和３年度 空き家対策に関する財産管理制度の活用事例集
⑥空き家バンクの登録促進に向けたノウハウ集
⑦今後の空家等対策に関する取組の検討調査結果 等 専門部会等において検討された

成果等を情報提供

取組事例や成果物を収集・整理、
及び情報提供企画・普及部会

所有者特定・財産管理制
度部会

空き家バンク部会

住宅政策
分科会

発生抑制・
効率的な空
き家対策分

科会

所有者特
定分科会

財産管理
制度・借地
上の空き家
対策分科

会

登録促進
分科会

利活用分
科会

第１回コアメンバー会議※ 10/22開催 10/18開催 10/28開催

第１回分科会 11/17開催 11/17開催 11/5開催 10/26開催 11/18開催 11/16開催

第２回コアメンバー会議※ 1/11開催 12/23開催 1/26開催

第２回分科会 1/28開催 1/28開催 2/2開催 1/27開催 1/27開催 1/31開催

部会 2/7開催 2/4開催 2/4開催

報告会 2/15開催（３部会合同）

部会の開催実績

※部会長・各分科会主査・事務局で構成



１．空き家の現状について
２．空家等対策特別措置法について
３．空き家対策に関する予算・税制等
４．空家法の運用改善
５．空き家対策のその他の取組
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空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針【概要】

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第５条に基づき、国土交通大臣及び総務大臣が定めることとされている。

１

１

１ 本基本指針の背景
（１）空家等の現状

（２）空家等対策の基本的な考え方
①基本的な考え方
・所有者等に第一義的な管理責任
・住民に最も身近な市町村による
空家等対策の実施の重要性 等

②市町村の役割
・空家等対策の体制整備
・空家等対策計画の作成、必要な
措置の実施 等

③都道府県の役割
・空家等対策計画の作成・実施等
に関する市町村への必要な援助
の実施 等

④国の役割
・特定空家等対策に関するガイド
ラインの策定

・必要な財政上の措置・税制上の
措置の実施 等

２ 実施体制の整備

（１）市町村内の関係部局による連
携体制

（２）協議会の組織

（３）空家等の所有者等及び周辺住
民からの相談体制の整備

１ 空家等の所有者等の意識の涵養と理解増進

２ 空家等に対する他法令による諸規制等
災害発生時等における災害対策基本法に基づく措置等

３ 空家等の増加抑制策、利活用施策、除却等に対する支援施策等

１ 効果的な空家等対策計画の作成の推進

２ 空家等対策計画に定める事項
（１）空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類

その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
・重点対象地区の設定、空家等対策の優先順位の明示 等

（２）計画期間
・既存の計画や調査の実施年との整合性の確保 等

（３）空家等の調査に関する事項
・対象地区、期間、対象など調査内容及び方法の記載 等

（４）所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項

（５）空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項

（６）特定空家等に対する措置その他の特定空家等への対処に関する事項

（７）住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項

（８）空家等に関する対策の実施体制に関する事項
・各部局の役割分担、組織体制、窓口連絡先などの記載 等

（９）その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項
・対策の効果の検証、その結果を踏まえた計画の見直し方針 等

３ 空家等対策計画の公表等

３ 空家等の実態把握

（１）市町村内の空家等の所在等の把
握

（２）空家等の所有者等の特定及び意
向の把握

（３）空家等の所有者等に関する情報を
把握する手段
・固定資産税情報の内部利用 等

４ 空家等に関するデータベースの整
備等

５ 空家等対策計画の作成

６ 空家等及びその跡地の活用の促進

７ 特定空家等に対する措置の促進
・ガイドラインを参照しつつ、将来の外

部不経済が予見される空家等を含め、
特定空家等の対策を推進

８ 空家等に関する対策の実施に必要
な財政上・税制上の措置

（１）財政上の措置

（２）税制上の措置
・空き家の発生を抑制するための所得税
等の特例措置

・市町村長による必要な措置の勧告を受
けた特定空家等に対する固定資産税等
の住宅用地特例の解除

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ
計画的に実施するために必要な事項

二 空家等対策計画に関する事項
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１．法に定義される空家等及び特定空家等
・将来の外部不経済が予見される空家等も幅広く特定空家等に該当する。

２．具体の事案に対する措置の検討
（１）特定空家等と認められる空家等に対して法の規定を適用した場合の効果等
・固定資産税等の住宅用地特例に関する措置

（２）行政関与の要否の判断
（３）他の法令等に基づく諸制度との関係
３．所有者等の特定
（１）所有者等の特定に係る調査方法等
（２）国外に居住する所有者等の特定に係る調査手法等
（３）所有者等の所在を特定できない場合等の措置
（４）具体的な調査方法等に係る留意事項

「特定空家等に関する措置」を講ずるか否かについては、（１）を参考に、
（２）に示す事項を勘案して、総合的に判断。
（１）特定空家等の判断の参考となる基準
・空家等の物的状態の判断に際して参考となる基準を別紙に示す。

（２）「特定空家等に対する措置」の判断の参考となる基準
①周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか

否か
・周辺への被害が顕在化していなくてもそのおそれが予見される場合は、早期
の段階から措置を講ずる。

②悪影響の程度と危険等の切迫性
・放置した場合の危険等の切迫性に応じて、早期の段階から措置を講じる。

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）【概要】
市町村が「特定空家等」の判断の参考となる基準等及び「特定空家等に対する措置」に係る手続について、参考となる考え方を示すもの。

１．適切な管理が行われていない空家等の所有
者等の事情の把握

２．「特定空家等に対する措置」の事前準備
（１）立入調査
・明示的な拒否があった場合に、物理的強制力を行使し
てまで立入調査をすることはできない。
・空家等を損壊させるようなことのない範囲内での立入
調査は許容され得る。

（２）データベース（台帳等）の整備と関係部局へ
の情報提供
・税務部局に対し、空家等施策担当部局から常に「特定
空家等」に係る最新情報を提供

（３）特定空家等に関係する権利者との調整
・抵当権等が設定されていた場合でも、命令等を行うに
当たっては、関係権利者と必ずしも調整を行う必要は
ない。

３．特定空家等の所有者等への助言又は指導
（１）特定空家等の所有者等への告知
（２）措置の内容等の検討

第1章 空家等に対する対応

第3章 特定空家等に対する措置

第2章 「特定空家等に対する措置」を講ずるに
際して参考となる事項

４．特定空家等の所有者等への勧告
（１）勧告の実施
・固定資産税等の住宅用地特例から除外されること
を示すべき。
・勧告は書面で行う。
・措置の内容は、規制目的を達成するために必要か
つ合理的な範囲内

（２）関係部局への情報提供
５．特定空家等の所有者等への命令
（１）所有者等への事前の通知
（２）所有者等による公開による意見聴取の請
求
（３）公開による意見の聴取
（４）命令の実施
・命令は書面で行う。

（５）標識の設置その他国土交通省令・総務省
令で定める方法による公示

６．特定空家等に係る代執行
（１）実体的要件の明確化

（２）手続的要件
（３）非常の場合又は危険切迫の場合
（４）執行責任者の証票の携帯及び呈示
（５）動産等の取扱い
（６）費用の徴収
７．過失なく措置を命ぜられるべき者を確知すること

ができない場合
（１）「過失がなくて」「確知することができない」場合
・不動産登記簿情報、固定資産税情報等を活用せずに、所
有者等を特定できなかった場合、「過失がない」とは言い難
い。

（２）事前の公告
（３）動産等の取扱い
（４）費用の徴収
・義務者が後で判明したときは、その者から費用を徴収できる。

８．必要な措置が講じられた場合の対応
・所有者等が、勧告又は命令に係る措置を実施し、当該勧告
又は命令が撤回された場合、固定資産税等の住宅用地特
例の要件を満たす家屋の敷地は、特例の適用対象となる。

Ｒ3.6.30

改正版
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空き家対策に係る地方公共団体からの要望を受けた当面の対応①

主な要望項目等 対応方針

①
市町村による財産管
理制度の活用

○ 基本指針及びガイドラインを改正し、所有者等の所在を特定できない場合等におい
て、市町村長による財産管理人の選任の申立てを行うことが考えられる旨を明確化

○ 債権を有している空家等や特定空家等でなくとも、市町村による請求が認められて
いるケースの事例集（19事例）を作成（R2.12公表） 本事例集について最高裁判所
事務総局より家庭裁判所へ情報提供

②
災害等の緊急時の対
応

○ 基本指針及びガイドラインを改正し、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている
場合の災害対策基本法に基づく措置について明記

○ 内閣府と連名で災害対策基本法の規定に基づく対応（災害が発生し、又はまさに発
生しようとしている場合における、外壁等の飛散のおそれのある部分の撤去又は修
繕等の措置、積雪に伴い応急措置の支障となる空家等又はその一部の除却等の
措置等）について通知（R2.12通知）

○ 条例や他法令に基づく災害等の緊急時の対応に係る事例集（29事例）を作成
（R3.4公表）

③
将来的に周辺への悪
影響が予見される空
家等への対応

○ 基本指針を改正し、将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態となると予
見される場合も含めて特定空家等の対象と判断し法に基づく措置を行うことにより、
固定資産税等の住宅用地特例の適用外となる旨を明確化

○ ガイドラインを改正し、将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態となると
予見される場合の判断にあたり参考となる基準等を明確化

④
所有者等の探索方法
及び国外に居住する
所有者等への対応

○ 他法令における対応を参考に、これまでの法の運用の実態も踏まえ、ガイドラインを
改正し、略式代執行に際しての過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することが
できない場合の考え方、国外に居住する所有者等の調査手法等について明確化
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空き家対策に係る地方公共団体からの要望を受けた当面の対応②

主な要望項目等 対応方針

⑤
所有者等への空家等
の管理に係る意識啓
発

○ 基本指針を改正し、空家等となることが見込まれる住宅の所有者等への適切な管
理についての注意喚起の必要性について明確化

○ 所有者等に対し効果的に注意喚起を図る取組についての事例集（27事例）を作成
（R3.3公表）

⑥
地域の空家等対策を
支援する民間主体の
活用

○ 基本指針を改正し、地域の空家等対策に取り組むＮＰＯ等の団体について協議会
の構成員の例に加えるとともに、専門的な相談について連携して対応することにつ
いて明記

○ 民間との連携に関する事例集（38事例）を作成（R3.3公表）

⑦
代執行時の動産の取
扱い

○ ガイドラインを改正し、特定空家等の代執行時に動産等をその措置に含める場合の
手続等について明確化（R2.12改正）

⑧
一部が使用されてい
ない建築物への対応

○ ガイドラインを改正し、外見上はいわゆる長屋等であっても隣接する住戸との界壁が
二重構造となっている等の場合には、法の対象となる旨を明確化

○ 全国空き家対策推進協議会や関係省庁と連携し、長屋等の実態も踏まえて、法
制上、実務上の課題や対応策について引き続き検討

※１ 基本指針：空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針
ガイドライン：「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）

基本指針及びガイドラインを 令和３年６月30日に改正
50

空家法に基づく基本指針及び特定空家等ガイドラインの改正（概要）

■基本指針 ■特定空家等ガイドライン

令和3年6月30日改正
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① 市町村による財産管理制度の活用

【市町村長への財産管理人選任請
求権の付与】

○ 債権を有している空家等や特定
空家等でなくとも、市町村による
財産管理人の選任請求を認め
るべき。

要望・意見等の主な内容 現状と対応

・ 大半の家庭裁判所では市町村からの請求が認められている。

○ 基本指針及びガイドラインを改正し、所有者等の所在を特定
できない場合等において、市町村長による財産管理人の選任
の申立てを行うことが考えられる旨を明確化

○ 債権を有している空家等や特定空家等でなくとも、市町村に
よる請求が認められているケースの事例集（19事例）を作成
（R2.12公表） 。本事例集について最高裁判所事務総局より
家庭裁判所へ情報提供

■基本指針（ R3.6改正）

○特定空家等に対する措置の促進

・・・。これに加え、空家等の所有者等の所在を特定できない場合又

は所有者が死亡しており相続人のあることが明らかではない場合（相

続人全員が相続放棄をして相続する者がいなくなった場合を含む。）

に必要な措置を講じるにあたっては、財産管理制度を活用するため

に、市町村長が民法（明治２９年法律第８９号）第２５条第１項の不在

者財産管理人又は同法第９５２条第１項の相続財産管理人の選任の

申立てを行うことも考えられる。

○所有者等の所在を特定できない場合等の措置

なお、不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任の申立ては、

民法の規定に基づき利害関係人等が行うが、例えば、市町村が当該

空家等の所有者等に対して債権を有しない場合や法第１４条に基づく

特定空家等と認める手続を行っていない場合であっても、法に基づく

措置の主体である市町村における申立てが認められる場合がある。

■ガイドライン（ R3.6改正）

※ 法施行（平成27年５月）以降に市町村が利害関係人として財産管理制度を活用してい
る事例は全国で352事例（261市町村）ある。（令和２年３月31日時点）
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○財産管理制度の概要（民法第25条、第952条） ※法務省所管

□不在者財産管理制度（民法第25条） □相続財産管理制度（民法第952条）

◆概要

従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者
（不在者）に財産管理人がいない場合、家庭裁判所は申立
人の申立てにより、不在者自身や不在者の財産について
利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管
理人を選任する
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、
家庭裁判所の権限外行為許可を得た上、不在者の代わり
に遺産分割、不動産の売却等を行うことができる

◆申立人

不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者など

◆申立先

不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所

◆申立てに必要な費用

収入印紙800円分、連絡用郵便切手

◆不在者財産管理人の選任（条件等）

資格は必要なし、不在者の財産を管理するために選ばれる
ものであり職務を適切に行えることが必要、不在者との関
係や利害関係の有無などを考慮
弁護士、司法書士等の専門職が選任されることもあり

◆不在者財産管理人の報酬

財産管理人から請求があった場合に家庭裁判所の判断で
不在者の財産から支払われる

◆概要

相続人の存在、不存在が明らかでないとき（相続人全員が
相続放棄をした場合も含む。）には、家庭裁判所は申立人
の申立てにより、相続財産の管理人を選任する
相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対して被相続
人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産
を国庫に帰属させる
なお、特別縁故者に対し相続財産分与がされる場合もある

◆申立人

利害関係人（被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特
別縁故者など）、検察官など

◆申立先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

◆申立てに必要な費用

収入印紙800円分、連絡用郵便切手、官報公告料

◆相続財産管理人の選任（条件等）

資格は必要なし、被相続人との関係や利害関係の有無な
どを考慮して、相続財産を管理するのに最も適任と認めら
れる人を選任する
弁護士、司法書士等の専門職が選任されることもあり

◆相続財産管理人の報酬

相続財産から支払われる
相続財産が少なく報酬が支払えないと見込まれるときは、
申立人に報酬相当額を家庭裁判所に納めさせ、それを財
産管理人の報酬にすることがある
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事前相談への対応

【 市区町村 】 【 家庭裁判所 】 【 相続財産管理人】

・事前相談（申立理由、予納金等) ・相談対応

・相続財産管理人の選任の
申立に必要な書類の作成

・相続財産管理人の選任審判
の申立書の提出

・申立書の受理
・相続財産管理人の選任審判

・相続財産管理人選任の公告

・債権※2の請求書の提出

・財産目録の作成

・相続財産の債権者・受遺者※3

確認の公告

通知

・相続人探索※4の公告
（公告期間：６ヶ月以上）

(２か月経過)

・相続人探索の申立
（相続権主張の催告）

(２か月経過)

・権限外許可の申立
（必要があれば随時申立）・権限外許可

・不動産や株等の売却・債権の回収

・相続人がいないことが確定

提出

・相続財産管理人の報酬支払
い・予納金の返納

・報酬付与の申立
（報酬受領、職務終了）

【参考】相続財産管理人の選任及び選任後の手続き（例）

※1：財産管理人の報酬は、相続財産から
支払われる。
相続財産が少なく報酬が支払えない
と見込まれる時は、申立人が予納金
として報酬相当額を裁判所に納付し
それを報酬にすることがある。

※2：債権（滞納税、略式代執行に要した
解体費用など）

債権の支払い

提
出

予納金
額の
通知

・予納金の受領

・予納金の納付※1

※3：遺言により遺贈を受ける指定がされ
ている者

※4：特別縁故者（被相続人と生計を
同じくしていた者、療養看護に
努めた者など）の探索

（裁判所が相当と認めるときは、特別縁故者
の請求によって、債権の清算後残った相続
財産の全部又は一部を与えることが可能）

資料：「裁判所」ホームページ等をもとに作成

債務
超過の
場合
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■所有者不明の空き家・土地の場合 （空き家と土地の所有者は同一とする）

所有者不明の
空き家・土地

放置

民間に売却

自治体に売却

解
体
・更
地

民間に売却

自治体に売却

空き家・土地につい
て不在者財産管理人

の選任

助言・指導、勧告 命令

土地について不在者
財産管理人の選任

民間に売却

自治体に売却

不在者財産管理人
による剪定、解体等

最終的に放置

最終的に放置

最終的に放置

補助対象：予納金（補助率１／２）※

補助対象：予納金（補助率１／２）※
補助対象：除却費（補助率２／５）※

略式代執行

※ 売却により回収できた場合は回収不能分のみ補助対象
（回収できた分の補助金は要返還）

【参考】空き家対策総合支援事業（財産管理制度の活用等の円滑化に係る費用への補助）①
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■相続放棄された空き家・土地の場合 （空き家と土地の所有者は同一とする）

相続放棄された
空き家・土地

放置

相続財産管理
人の選任

助言・指導、勧告 命令

国庫帰属

民間に売却

自治体に売却

解
体
・
更
地 国庫帰属

民間に売却

自治体に売却

相続財産管理人
による剪定、解体等

（民法第959条による）

（民法第959条による）

略式代執行

民間に売却

自治体に売却
土地について相続
財産管理人の選任

補助対象：予納金（補助率１／２）※

国庫帰属
（民法第959条による）

※ 売却により回収できた場合は回収不能分のみ補助対象
（回収できた分の補助金は要返還）

補助対象：除却費（補助率２／５）※

補助対象：予納金（補助率１／２）※
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【参考】空き家対策総合支援事業（財産管理制度の活用等の円滑化に係る費用への補助）②

空
家
等
の
概
要

建築年 Ｈ4年
12月

延べ床
面積

149.47
㎡

構造 木造瓦葺
2階建

敷地
面積

576.31
㎡

活用した制度 相続財産管理制度 財産管理⼈ 弁護士

申⽴⽇ H31年3月18⽇ 選任⽇ H31年4月17⽇

予納⾦
（うち還付額※）

600,000円
（600,000円）

申⽴した
家庭裁判所

京都家庭裁判所
宮津支部

空家等の把握
から現在までの
流れ

H30年4月頃 相続⼈がいないと思われる空家等の通報
H30年5月 登記簿謄本、⼾籍等で調査し相続⼈の不存在

（直系の卑属・尊属及び兄弟姉妹の存命なし）を
確認

H31年3月 京丹後市による相続財産管理⼈選任の申⽴て
H31年4月 裁判所による選任の審判
R1年5月 裁判所による売却許可
R1年7月 裁判所から予納⾦還付

財産管理⼈
選任の
申⽴理由

被相続⼈に相続⼈のあることが明らかでないことから、⺠法第951条に基づき相続財産法⼈が成⽴して
いる。また、地方税法に基づく固定資産税の納入について、文書の送付先がないことから告知をすること
ができず、当該税の賦課を決定することができない。

空家等の
状態

雑草や樹⽊が繁茂していたものの、周辺の建築物や通⾏⼈等への悪影響をもたらすおそれが認められ
る状態ではない。

【参考】 市町村による財産管理制度の活用の事例集（一部抜粋）

債権を有している空家等や特定空家等でなくとも、市町村による請求が認められている事例 ～京都府京丹後市～

※ 債権を有している空家等や特定空家等でなくとも、市町村による請求が認められている事例であって、公表の承諾が得られた１９事例について公表済
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⺠法
(法務省)

空家法②
(国⼟交通省・総務省)

所有者不明⼟地法
(国⼟交通省・法務省)

空家法①
(国⼟交通省・総務省)

【参考】民法改正等を踏まえた近隣住民等による空き家・土地への対応

空き家・土地への対応開始

所有者の所在等を探索（登記等）
（⼾籍や住⺠票は弁護士、司法書士等への委託によって取得できる場合がある）

市町村へ通報
（結果として市町村が所有者

を確知できる場合）

所有者の所在等
判明

管理不全土地・
建物管理制度

不在者財産管理制度
相続財産清算制度(※1)

所有者不明土地・
建物管理制度

所有者探索(*1)

固定資産課税台帳の所有者
情報の内部利用可

⽴⼊調査
（必要に応じ）

命令・公⽰

⾏政代執⾏

勧告

所有者探索
固定資産課税台帳の所有者

情報の内部利用可

略式代執⾏

家裁へ選任請求

対象の土地・建物に
特化した管理(＊2)

➤土地・建物の処分には
地裁の許可及び所有者

の同意が必要

地裁へ選任請求

市町村へ通報
（結果として市町村が所有者を

確知できない場合）

所有者の陳述聴取

管理⼈選任

地裁へ選任請求

異議届出期間公告

管理⼈選任

対象の土地・建物に
特化した管理(※3)

➤土地・建物の処分には
地裁の許可が必要

対象者の財産全体の
管理・清算(※4)

➤土地・建物の処分には
家裁の許可が必要

➤相続財産清算の場合
は公告を⾏って清算

公告

近隣住⺠等利害関係⼈の対応

地裁・家裁による対応

市町村による対応

＊1 市町村が把握した空き家所有者の情報について、当該所有
者の同意を得ることにより、近隣住⺠等に提供可能。

＊2 管理不全状態が解消したなどの場合は⼿続が終了する。

【赤字部分】
⺠法及び不動産登記法改正（R3）
所有者不明土地法改正（R4）

（ 近隣住⺠等 ）

(特定空家等の場合)

勧告

代執⾏

命令

所有者不明土地（⽼朽化した空き家等が存する場合
を含む）について、近隣住⺠・⾃治会等が、地域のため
になる公益性の高い事業に当該土地を活用できる地域
福利増進事業を実施することが可能。

➤相続登記義務化による所有者不明の発⽣予防（R6.4〜）

※1 不在者財産管理⼈は所有者が従来の住所等を去って容易に戻る⾒込みがないときに、相続財産清算制度は所有者に相続⼈のあることが明らかでないときに
利用可能。

※2 管理不全・所有者不明土地管理制度の特例を活用する際、土地上に管理不全⼜は所有者不明の空き家等が存する場合において、当該空き家等の適切
な管理が特に必要なときには、併せて管理不全・所有者不明建物管理制度の活用も可能（建物管理制度の特例を単独で活用することは不可）。

※3 売却されて管理すべき財産がなくなったなどの場合は⼿続が終了する。
※4 財産全般の管理を継続することが相当でなくなったなどの場合は⼿続が終了する。

所有者の
所在等判明

所有者の
所在等不明

予納⾦は、管理対象の土地・建物が売却された場合等には、
その全部⼜は⼀部を回収可能（予納⾦が不要な場合もある）。

近隣住⺠等による⼿続

市町村による⼿続

(予納⾦)

⽴⼊調査
（必要に応じ）

(特定空家等の場合)

不明判明

(予納⾦) (予納⾦)

国土交通省・法務省・総務省

不在者財産管理
制度等、所有者
不明土地・建物
管理制度の特例
(※2)

所有者の所在等
不明

所有者探索
固定資産課税台帳の所有者

情報の内部利用可

管理不全土地・建物
管理制度の特例(※2) ⼀部不明全員不明

助言⼜は指導

特定の土地・建物 財産全体

管理⼈・清算⼈選任

(管理不全所有者不明土地の場合)

② 災害等の緊急時の対応

【緊急安全措置】

○ 特定空家等に対する措置
は重層的であり、災害等
緊急時に迅速に代執行を
行うことができない。

要望・意見等の主な内容

○ 基本指針及びガイドラインを改正し、災害が発生し、又はまさに発生
しようとしている場合の災害対策基本法に基づく措置について明記

○ 内閣府と連名で災害対策基本法の規定に基づく対応（災害が発生
し、又はまさに発生しようとしている場合における、外壁等の飛散のお
それのある部分の撤去又は修繕等の措置、積雪に伴い応急措置の
支障となる空家等又はその一部の除却等の措置等）について通知
（R2.12通知）

○ 条例や他法令に基づく災害等の緊急時の対応に係る事例集を作成
（R3.4公表）

■基本指針（ R3.6改正）

○空家等に対する他法令による諸規制等

空家等については、この法律に限らず、例えば建築基準法、消防法、道路法、災害対策基本法、災害救助法等各法律の目的に沿って適正な運

用を図る一環から、適切な管理のなされていない空家等について必要な措置が講じられる場合も考えられる。例えば、災害が発生し、又はまさに発

生しようとしている場合には、空家等に対して災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第６２条第１項及び第６４条第２項の規定に基づき必要な措

置を講じることが可能となる場合もある。

・ 多くの市町村では、条例に緊急安全措置を規定している。
※ 全国の490市区町村において、条例に緊急安全措置を規定（令和元年10月１日時点）

・ 条例に基づき対処したケースの事例集(２６事例)を作成・周知済み。

現状と対応
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【参考】 空家等対策に係る災害対策基本法の規定に基づく措置について（通知）

・・・（略）・・・。台風、大雨等の緊急時における空家法第２条第１項に規定する空家等に対する、緊急に安全
を確保するための必要最小限の措置については、多くの市町村で条例の規定に基づき必要な対処を実施して
いるところです。このほかに、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合には、災害対策基本法（昭和
36 年法律第 223 号。以下「災対法」という。）第 62 条第１項の規定に基づき、消防、水防、救助その他災
害の発生を防禦し、又は災害の拡大を防止するために必要な応急措置を実施することとなるとともに、同法第
64 条第２項の規定に基づき、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、応急措置の実施
の支障となるものの除去等の必要な措置をとることができることとされております。

これに関し、発災時等に外壁等の飛散のおそれのある部分の撤去又は修繕等の措置、積雪に伴い応急措
置の支障となる空家等又はその一部の除却等の措置についても、災対法第 62 条第１項の応急措置又は同
法第 64 条第２項の必要な措置に該当する場合があることから、各市町村においては、平時より災対法に基
づく対処も念頭に、空家等施策担当部局と災害対策担当部局との必要な連携体制の構築等を図るとともに、
必要に応じて、災対法の規定の適用について空家法第６条第１項に基づく空家等対策計画に位置付け、当該
計画に基づき必要な対処を図られますようお願いいたします。

○災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号） （抄）
（市町村長の応急措置）
第六十二条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は地域防災計画の定めるところ
により、消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、又は災害の拡大を防止するために必要な応急措置（以下「応急措置」という。）をすみやかに
実施しなければならない。
２ （略）
（応急公用負担等）
第六十四条 （略）
２ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があ
ると認めるときは、現場の災害を受けた工作物又は物件で当該応急措置の実施の支障となるもの（以下この条において「工作物等」という。）の除
去その他必要な措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、市町村長は、当該工作物等を保管しなければならない。

令和２年１２月２５日付け
国土交通省住宅局住宅総合整備課長・総務省自治行政局地域振興室長・内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）通知
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【参考】 災害時等の緊急時の対応の事例集（一部抜粋）

災害対策基本法に基づく措置の事例 ～茨城県水戸市～

※ 市町村の空き家条例に基づく措置事例、災害対策基本法・道路法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の他法令に基づく措置事例を公表済。

対象物 店舗兼用住宅 ２棟

構造 木造・平家建 建築年 不明

延床面積
71.07㎡（２棟のうちの登
記が行われている１棟）

敷地面積 不明

措置前の
状況

・外壁と一体的な看板が強風により剥離するおそれ

■対象物件の概要

措置内容 ・外壁の一部切断、ロープによる固定

実施部局等 市民協働部防災・危機管理課（当時）、消防本部南消防署

実施年月日 平成30年８月１７日

措置後の
状況

・２棟とも、所有者又は管理者の連絡先が判明。
・２棟のうち、１棟（写真左側）は、平成30年10月４日に、解体さ
れていることを確認。
・もう１棟は、所有者が解体に向けて検討中。

■緊急安全措置の概要

措置前

措置後

外壁の一部切断

ロープによる
固定

○災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号） （抄）
（市町村長の応急措置）
第六十二条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は地域防災計画の定めるところに
より、消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、又は災害の拡大を防止するために必要な応急措置（以下「応急措置」という。）をすみやかに実
施しなければならない。
２ （略）
（応急公用負担等）
第六十四条 （略）
２ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要がある
と認めるときは、現場の災害を受けた工作物又は物件で当該応急措置の実施の支障となるもの（以下この条において「工作物等」という。）の除去そ
の他必要な措置をとることができる。この場合において、工作物等を除去したときは、市町村長は、当該工作物等を保管しなければならない。
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③ 将来的に周辺への悪影響が予見される空家等への対応

【特定空家等に至る前段階の空
家等に対する措置】

○ 適切な管理が行われておら
ず、特定空家等に至るまで放
置される可能性の高い空家
等に対し、特定空家等となる
前段階での措置が必要。

○ また、そうした空家等の固定
資産税の住宅用地特例を解
除できればなお効果的。

要望・意見等の主な内容

・ 現行の「特定空家等」の範囲は、元々幅広いことから、外部不経済を生じ
る「おそれのある状態」に該当する場合にも勧告を行うことが可能

※ 特定空家等に対して勧告した場合は、住宅用地特例の対象から除外。

○ 基本指針を改正し、将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態
となると予見される場合も含めて特定空家等の対象と判断し法に基づく
措置を行うことにより、固定資産税等の住宅用地特例の適用外となる旨
を明確化

○ ガイドラインを改正し、将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状
態となると予見される場合の判断にあたり参考となる基準等を明確化

■基本指針（ R3.6改正）

○特定空家等に対する措置の促進

特定空家等は、法第２条第２項に定義するとおり、例えば現に著しく保安

上危険又は著しく衛生上有害な状態にあるもののほか、将来著しく保安上

危険又は著しく衛生上有害な状態になることが予見されるものも含むもの

であり、広範な空家等について特定空家等として法に基づく措置を行うこ

とが可能である。・・・（後略）

○特定空家等に対する固定資産税等の住宅用地特例の取扱い

なお、一７に述べるとおり、将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害

な状態になることが予見される空家等についても、その所有者等に対し法

第１４条第２項の規定に基づく勧告を行うことが可能である。

○建築物が倒壊等著しく保安上危険又は将来そのような状態にな

ることが予見される状態（例）

(a) 「建築物の傾斜が原因で著しく保安上危険となっている状態」

とは、例えば、下げ振り等を用いて建築物を調査できる状況にあ

る場合は、1/20超の傾斜が認められる状態が該当すると考えら

れる。

(b) 「建築物の傾斜が原因で将来著しく保安上危険な状態になる

ことが予見される状態」とは、例えば、1/20を超えないが基礎の

不同沈下や部材の損傷等により建築物に傾斜が認められる状

態が該当すると考えられる。

現状と対応

■ガイドライン（ R3.6改正）
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【参考】 「特定空家等」の判断の参考となる基準（ガイドライン別紙①）

(a)著しく保安上危険となっている状態 (b)将来(a)の状態になることが予見される状態

建築物の著しい
傾斜

・下げ振り等を用いて建築物を調査できる状況にある場
合は、1/20超の傾斜が認められる状態

・1/20を超えないが基礎の不同沈下や部材の損傷等に
より建築物に傾斜が認められる状態

基礎及び土台 ・基礎のひび割れが著しく、土台に大きなずれが生じ、
上部構造を支える役目を果たさなくなっている箇所が
複数生じている状態

・土台において木材に著しい腐食、損傷若しくは蟻害が
ある又は緊結金物に著しい腐食がある状態

・基礎のひび割れや土台のずれにより上部構造を支える
役目を果たさなくなるおそれのある箇所が生じている状
態

・土台において木材に腐朽、損傷若しくは蟻害がある又は
緊結金物に腐食がある状態

柱、はり、筋か
い、柱とはりの
接合等

・複数の筋かいに大きな亀裂や、複数の柱・はりにずれ
が発生しており、地震時に建築物に加わる水平力に対
して安全性が懸念される状態

・複数の筋かいに亀裂や複数の柱・はりにずれが発生して
いる状態

屋根ふき材、ひ
さし又は軒

・屋根ふき材が脱落しそうな状態や軒に不陸、剥離が
生じている状態

・屋根ふき材や軒がただちに脱落・剥離等するおそれはな
いものの、これらの部位が損傷・変形している状態

外壁 ・上部の外壁が脱落しそうな状態 ・上部の外壁がただちに脱落するおそれはないものの、上
部の外壁材に浮きがある又は外壁に複数の亀裂がある
状態

看板、給湯設備、
屋上水槽等

・看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食して
いる状態

・看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分に部分的な
腐食やボルト等のゆるみが生じている状態

屋外階段又は
バルコニー

・目視でも、屋外階段、バルコニーが傾斜していることが
確認できる状態や、手すりや格子など広範囲に腐食、
破損等がみられ脱落しそうな状態

・屋外階段、バルコニーに著しい傾斜はみられないが、手
すりや格子などの一部に腐食、破損等がみられる状態

門又は塀 ・目視でも、門、塀が傾斜していることを確認できる状態
や、広範囲に腐朽、破損等がみられ脱落しそうな状態

・門、塀に著しい傾斜はみられないが、一部に腐朽、破損
等がみられる状態

■「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」であるかの判断に際して参考となる基準

（例）
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【参考】 「特定空家等」の判断の参考となる基準（ガイドライン別紙②）

(a)著しく衛生上有害となっている状態 (b)将来(a)の状態になることが予見される状態

建築物又は設
備等の破損等

・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状態

・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、悪臭の
発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしてい
る状態

・排水等の流出による悪臭の発生があり、地域住民の
日常生活に支障を及ぼしている状態

・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性は低いが使用が
目視により確認できる状態

・地域住民の日常生活に支障を及ぼす状態にはなってい
ないが、浄化槽等の破損等により汚物の流出、悪臭の発
生のおそれがある状態

・地域住民の日常生活に支障を及ぼす状態にはなってい
ないが、排水管等の破損等による悪臭の発生のおそれ
がある状態

ごみ等の放置、
不法投棄

・ごみ等の放置、不法投棄による悪臭の発生があり、地
域住民の日常生活に支障を及ぼしている状態

・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、
蚊等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼし
ている状態

・地域住民の日常生活に支障を及ぼす状態にはなってい
ないが、ごみ等の放置、不法投棄による悪臭の発生のお
それがある状態

・地域住民の日常生活に支障を及ぼす状態にはなってい
ないが、ごみ等の放置、不法投棄によるねずみ、はえ、
蚊等の発生のおそれがある状態

■「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」であるかの判断に際して参考となる基準

（例）
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・ 土地収用法等では「過失なくして確知できない」と規定しており、その解
釈はガイドライン※で示している。 ※不明裁決申請に係る権利者調査のガイドライン

・ 土地収用法等では、住所を確知することができない海外居住者への対
応について、ガイドライン※で示している。 ※同上

④ 所有者等の探索方法及び国外に居住する所有者等への対応

【所有者探索基準の明確化、
海外居住者に対する措置】

○ 所有者探索の程度が分からな
いため、基準を明確化してほし
い。

○ 海外居住者への送達を規定し
てほしい。

要望・意見等の主な内容

○ 他法令における対応を参考に、これまでの法の運用の実態も
踏まえ、ガイドラインを改正し、略式代執行に際しての過失なく
措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合の考え
方、国外に居住する所有者等の調査手法等について明確化

■ガイドライン（ R3.6改正）（※関係箇所の一部）

○国外に居住する所有者等の特定に係る調査手法等

・・・（前略）・・・所有者等が国外に居住していることが判明した場合

には、・・・（中略）・・・、市町村が法第１０条第３項に基づく求めとして

行う外務省の調査を利用することが考えられる。なお、当該調査を利

用する際には、十分な資料が求められることに留意が必要となる。

また、所有者等が国内又は国外に居住する外国籍の者であること

が判明した場合には、・・・（中略）・・・、法第１０条第３項に基づき、住

居地の市町村への外国人住民登録の照会、東京出入国在留管理局

への出入国記録や外国人登録原票の照会を行うことが考えられる。

○過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合（法第14

条第10項）

・・・（前略）・・・。当該判断に当たっては、登記情報等一般に公開され

ている情報、住民票（除票を含む。）及び戸籍（除籍及び戸籍の附票（除

票を含む。）をいう。）の情報、法第10条に基づく固定資産課税情報等に

係る調査を行い、親族、関係権利者等への聞き取り調査等を必要な範囲

について行うとともに、これ以外の調査方法等については、調査に要する

人員、費用、時間等を考慮してケースごとに、特定空家等が周辺の建築

物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれの程度や当該特定空家等

による悪影響の程度と危険等の切迫性も踏まえ、必要性を判断することと

なる。

現状と対応

65



【参考】 所有者等の特定に係る調査手順の例（ガイドライン別紙）

建物・土地登記簿情報の確認

・住民票、戸籍（附票を含む）情報の確認
・固定資産課税台帳情報の確認

・商業・法人登記簿情報の確認
・固定資産課税台帳情報の確認

代表者など（取締役を含む）の住民票、戸籍（附票を含む）情報の確認

関係権利者・近隣住民・親族等聞き取り調査

外務省の調査
・外国人住民票の照会
・出入国記録、外国人登録原票
の照会

・相続人の有無等の確認
・相続人等の住民票（外国人住民

票を含む。）、戸籍（附票を含む）情
報等の確認

・略式代執行
・不在者財産管理人の選任申立て

・略式代執行
・相続財産管理人の
選任申立て

・略式代執行
・（解散している場合等）

清算人の選任申立て

・居住確認調査（必要に応じて）

・水道、電気、ガスの供給事業者の保有情報の確認調査
・郵便転送情報の確認調査
・公的機関（警察・消防等）の保有情報
・市町村関係部局において把握する情報

必要な
範囲で
実施

人員・費
用・時間
等を考慮
して必要
性を判断

未登記・表題部登記のみ等 所有者：個人 所有者：法人

法人の状況が不明

日本人で所在不明 外国人（日本在住）の場合 外国人（海外在住）の場合 所有者死亡 代表者等死亡・不明

代表者等の所在不明
相続人不存在
（相続放棄含む）

所在不明 所在不明所在不明所在不明

国外居住の場合

66

⑤ 所有者等への空家等の管理に係る意識啓発

【所有者情報以外の固定資
産税情報の利用】

○ 空家等所有者の空き家に
対する関心を引くために、
所有者情報以外の固定
資産税情報（建築年数、
構造、面積等）の利用を
認めてほしい。

要望・意見等の主な内容

○ 基本指針を改正し、空家等となることが見込まれる住宅の所有者等
への適切な管理についての注意喚起の必要性について明確化

○ 所有者等に対し、効果的に注意喚起を図る取組についての事例集
（27事例）を作成（R3.3公表）

・ 市町村へのアンケート調査結果※や空家特措法において所有者情報に限り例
外的に内部利用を可能とした趣旨から、面積等の固定資産課税台帳情報を
所有者の同意なくして利活用することには慎重である必要。

※ 3/4の自治体が固定資産課税台帳情報のうち所有者情報以外で必要となる情報なしと回答

■基本指針（ R3.6改正）

○空家等の発生又は増加の抑制等に資する施策

第一義的には、空家等の所有者等が自らの責任において空家等の適切な管理に努めるべきものであることに鑑み、空家等をそもそも発生させな

い、又は空家等の増加を抑制する観点から、・・・（中略）・・・、空家等の適切な管理を行うことの重要性、管理不全の空家等が周辺地域にもたらす諸

問題及びそれに対処するための総合的な方針について所有者等の意識の涵養や理解増進を図るとともに、空家等となることが見込まれる住宅の所

有者等へ適切な管理についての注意喚起を行う取組を進めることが重要である。

現状と対応
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【参考】 所有者等への意識啓発の取組の事例集（一部抜粋）

【死亡届提出時等における情報提供】
空き家の発⽣は、居住者が死亡し、相続が発⽣することが主な要因であると考えていることから、死亡後の⼿続のため、相

続⼈等が市役所窓⼝に来庁する機会を捉え、空き家の適正管理や処分に向けた啓発チラシを提供している。
■基本情報

■取組事例の概要

■関連資料 【空き家の処分や管理方法をアドバイスするチラシ】

⼈⼝ 275,133⼈

世帯数 100,143世帯

住宅数 113,820⼾

空き家数
(その他の住宅) 6,220⼾

担当部署 都市政策課

連携部署 市⺠窓⼝
サービス課

外部の連携先 －

※⼈⼝・世帯数は総務省「平成27年国勢調査」、
住宅数・空き家数は総務省「平成30年住宅・
土地統計調査」より作成

空家等の所有者の注意を喚起するための事例（管理不全空き家の予防・発生抑制に向けた取組事例）～新潟県長岡市～

※ 「空家等の所有者の注意を喚起するための取組」22事例及び「固定資産課税台帳情報の利活用に関して所有者の同意を得るための取組」5事例を公表
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⑥ 地域の空家等対策を支援する民間主体の活用

【地域の空家等対策を支援する民間
主体の活用】

○ 空家等対策に取り組むNPO法人等
との情報共有を円滑化すべき。

要望・意見等の主な内容

・ 個人情報保護の観点から、民間主体との固定資産税情報の共有は困
難であり、NPO法人等との連携に関する好事例など、民間主体活用の
取組について自治体間の情報交換や事例集の作成で対応する。

○ 基本指針を改正し、地域の空家等対策に取り組むＮＰＯ等
の団体について協議会の構成員の例に加えるとともに、専
門的な相談について連携して対応することについて明記

○ 民間との連携に関する事例集（38事例）を作成（R3.3公表）

■基本指針（ R3.6改正）

○協議会の組織

協議会の構成員として、具体的には弁護士、司法書士、行政書士、宅地建物取引士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、社会福祉士等

の資格を有して地域の福祉に携わる者、郷土史研究家、大学教授・教員等、自治会役員、民生委員、警察職員、消防職員、法務局職員、道路管

理者等公物管理者、まちづくりや地域おこし、地域の空家等対策に取り組むＮＰＯ等の団体が考えられる。

○空家等の所有者等及び周辺住民からの相談体制の整備

・・・（前略）・・・。なお、体制整備に当たっては、空家等をめぐる一般的な相談はまず市町村において対応した上で、専門的な相談については宅

地建物取引業者等の関係事業者団体や建築士等の関係資格者団体、地域の空家等対策に取り組むＮＰＯ等の団体と連携して対応するものとす

ることも考えられる。

現状と対応
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【参考】 民間主体と連携した取組の事例集（一部抜粋）

民間主体と連携した空き家の発生予防・適正管理の事例～（一社）チームまちづくり【連携：逗子市・八王子市】～

上記ﾋﾔﾘﾝｸﾞ等を踏まえ、元気なうち
に 行う我が家を空き家にしないため
の具体的対応策を10の実践事例にま
とめたガイドラインを作成。

高齢単身・高齢夫婦世帯が、相続時など将来に備えた「空き
家の発生予防」を元気なうちに行えるようガイドラインを作
成し、セミナー等を開催して普及啓発を図る。

1-3 空き家予防対策実践セミナーの開催

事業１「空き家予防実践ガイドラインー10の事例で解る元気なう ち
の空き家予防対策」の作成と啓発（逗子市・八王子市）

事業２ 自治会による「空き家の発生予防・適正管理活動」実践モデ
ル事業の実施と評価（逗子市グリーンヒル住宅地）

自治会が、高齢居住者や空き家
所有者等と協力して、住宅地の
空き家予防と適正管理を実践。

1-1 空き家予防の取り組みに関するヒヤリングと分析・類型化

課題と目的 郊外⼾建住宅地を対象に「問題対処型空き家対策」から「事前予防型空き家対策」への転換を図るため、⾃
助と地域助（互助・共助・公助）の連携で空き家の予防と適正管理を⾏うモデル事業を実施する。

取組内容 事業１ 「空き家予防実践ガイドラインー10の事例で解る元気なうちの空き家予防対策」の作成と啓発
事業２ ⾃治会による「空き家の発⽣予防・適正管理活動」実践モデル事業の実施と評価

成果 1「⾃ら⾏う空き家対策（⾃助）」と「地域で⾏う空き家対策（共助）」の両⾯からガイドラインを作成した。
2 郊外⼾建住宅地をモデルに、地元主体・⾏政⽀援の「空き家の予防＆適正管理事業」を試⾏した。

グリーンヒル住宅地での会合

2-1 空き家予備情報・空き家
情報の収集整理（空き家リス
ト等の作成分析）

2-2 「空き家情報登録制度」及び空き家の「見守り」・「緊急時の
対処ルール」の整備

2-3 自治会と高齢居住者等との連携による「空き家の発生予
防」への取り組み

2-4 自治会と空き家所有者等の連携による「空き家適正管理事
業」の試行

「元気なうちの空き家予防対策の実践」で住み継がれる価値ある住宅地に！

1-2 「空き家予防実践ガイドライン－10の事例で解る元気なうち
の空き家予防対策」の作成

八王子市めじろ台住宅地及び逗子市グリーンヒル住宅地の
皆様から空き家予防の取り組みをお聞きし、分析・類型化
を実施。

逗子市で開催。 空き家予防ガイドライン
2-5 各事業の考察・評価と啓発パンフレットの作成
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⑦ 代執行時の動産の取扱い

【代執行時の動産の取扱い】

○ 代執行時の動産の取扱い
を明確化するため、一定
期間保管すれば売却可能
とするような規定が必要。

要望・意見等の主な内容

○ ガイドラインを改正し、特定空家等の代執行時に動産等をその措
置に含める場合の手続等について明確化（R2.12改正）

■ガイドライン改正概要（R2.12改正）

・ 代執行の実績がある多くの市町村では、動産は廃棄されている例が多い。
・ 保管の対象や期間等を法令で規定すると、これまで柔軟に対応できていたこと

を制約することになる可能性があるなど、動産の取扱いを法で規定することに
は課題がある。

(1)勧告通知、命令通知、戒告書、代執行令書（略式代執行の場合、事前の公告）において、措置の内容が特定空家等の全部の除却であり、動産等

（廃棄物を含む。以下「動産等」という。）に対する措置を含める場合は、「対象となる特定空家等の内部又はその敷地に存する動産等については、

措置の期限までに運び出し、適切に処分等すべき旨」「特定空家等の除却により発生する動産等については、措置の期限までに関係法令に従って

適切に処理すべき旨」を明記することが望ましい旨を記載する。

(2)代執行により発生した廃棄物や危険を生ずるおそれのある動産等については、関係法令に従って適切に処理するものとする旨を記載する。

(3)相当の価値のある動産等や社会通念上処分をためらう動産等についての対法方法等を記載する。

なお、過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合において、代執行費用に係る債権を有する市町村が申し立てるなどして不在

者財産管理人（民法第25条第１項）又は相続財産管理人（民法第952条第１項）が選任されている場合は、当該財産管理人に動産を引き継ぐ旨をあ

わせて記載する。

現状と対応
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⑧ 一部が使用されていない建築物への対応

【一部が使用されていない建
築物を法の対象に追加】

○ 現行法の「空家等」は、
建築物すべてが不使用
の場合と解釈されており、
長屋の一住戸が不使用
の場合にも法を適用すべ
き。

要望・意見等の主な内容

・ 一部の市町村では、条例により長屋の一住戸について既に空き家対策の対象とし
ている。

・ H28地方分権改革の閣議決定を受け、条例や建築基準法による 措置等の事例
集を作成・周知済み。補助事業の対象として支援。

・ 長屋の一部を空家法の対象として法令に明記する場合は、戸境壁等の共有部分
の取扱い等について、法制上の整理が必要。

・ 著しく保安上危険、衛生上有害な建築物等であれば、建築基準法でも命令まで
を実施可能。

○ ガイドラインを改正し、外見上はいわゆる長屋等であっても隣接する
住戸との界壁が二重構造となっている等の場合には、法の対象とな
る旨を明確化

○ 全国空き家対策推進協議会や関係省庁と連携し、長屋等の実態も
踏まえて、法制上、実務上の課題や対応策について引き続き検討

■ガイドライン（ R3.6改正）

○法に定義される「空家等」及び「特定空家等」

・・・（前略）・・・、法第２条第１項の「建築物」とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号の「建築物」と同義であるが、外見上はいわゆ

る長屋等であっても、隣接する住戸との界壁が二重となっているなど、それぞれの住戸が別個の建築物である場合には、同項のいう建築物に該当

する。

現状と対応
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その他の改正事項

【借地の土地所有者への措
置】

○ 借地上の特定空家等に代
執行を行った場合、土地
所有者は負担なく更地を
得るため不公平。

要望・意見等の主な内容

・ 土地と建物は別個独立の不動産であることを踏まえると、土地所有者に借
地上の特定空家等の除却の責任を負わせることは公平か。

○ 基本指針を改正し、所有者等の適正管理に係る意識が希薄となりやすい
借地等の場合について、所有者等の意識涵養や理解増進の重要性を明
確化

○ ガイドラインを改正し、借地上の建築物等の所有者等の所在が特定できな
い場合等は、敷地の所有者等が利害関係人として不在者財産管理人等
の選任の申立てを行うことも考えられる旨を明確化

現状と対応

【所有者多数の場合の対応】

○ 所有者が多数の場合の探
索や調整に多大な労力が
かかることから、代表者の
指定、無反応者の権利制
約等を可能とすべき。

要望・意見等の主な内容

○ 基本指針を改正し、所有者等の適正管理に係る意識が希薄となりやすい
所有者等が多数である場合について、所有者等の意識涵養や理解増進の
重要性を明確化

○ ガイドラインを改正し、相続人多数の場合について、相続人の意向確認を
行うに当たり、例えば、相続人のうちの特定の者に連絡役を依頼する方法
等が考えられる旨を明確化

・ 代表者指定は特定の相続人に過度な責任を負わせるため困難。

現状と対応
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空き家の所有者等の調査の効率化・迅速化

○これまで空き家の所有者等の所在を把握する際には、関係する市区町村に対し、住民票等の公用請求を行う
必要があり、時間を要していたところ。

〇今国会で成立した「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律」（以下「第12次地方分権一括法」という。 令和４年5月２０日公布。 ）により、住民基本台帳法が改
正され、空き家の所有者等の調査において住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」という。）が
利用可能となる（施行日：令和4年8月20日）。

現

行

第12次地方分権一括法による住民基本台帳法（別表第二及び第四）の改正

法

改

正

後

○所有者等の調査における公用請求は件数が膨
大であり、関係する複数の市区町村への請求が
必要となる場合もあることから、所有者等の現
住所の特定に時間を要する上、対応する市区町
村の事務負担が大きいことが課題。

空家法に基づく空き家に関する調査を行うために、
住民票の写し等の市区町村への請求（公用請求）が
必要となる。

住基ネットを利用できる事務に空家法に基づく
空き家の所有者等の調査事務を追加
※住民基本台帳法別表第二・第四及び総務省令改正

○公用請求の減少による調査事務の効率化

〇他市区町村に住む空き家の所有者等の現住所
の特定の迅速化

が実現

空き家部局等が住基ネットを利用することで、
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１．空き家の現状について
２．空家等対策特別措置法について
３．空き家対策に関する予算・税制等
４．空家法の運用改善
５．空き家対策のその他の取組
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財産管理制度の活用による自主除却：福岡県宗像市

構造規模等
・木造２階建
・延床面積：約83㎡、敷地面積：約204㎡

申立理由 ・債権（税未納金約1.3万円）の回収

申立日 ・平成29年5月

相続財産管理人 ・司法書士

予納金 ・約45万円

経緯
・平成29年12月
裁判所から予納金の全額返納済

・相続人不存在（相続人全員が相続放棄）により管理不全状態となっている老朽危険空き家について、
市が利害関係人（市税未納による債権者）となり、平成29年5月に相続財産管理人の選任を申し立て。

・市が予納金約45万円を納付し、裁判所は同年6月に相続財産管理人（司法書士）を選任。

・相続財産管理人は、裁判所の許可を得て不動産（土地、建物）を任意売却。

・結果的に近隣住民が土地・建物を購入し、空き家を自費で除却。

・売却価格が予納金額を上回ったため、予納金は全額回収された。

除却前

除却後
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むなかたし

財産管理制度の活用により略式代執行の費用を全額回収：群馬県前橋市

・相続人不存在（相続人全員が相続放棄）により管理不全状態となっている老朽危険空き家について、
平成28年7月に略式代執行により市が除却。

・除却後の土地を売却することで代執行費用の回収が見込めると判断したため、市が利害関係人とな
り相続財産管理人の選任を申し立て。（予納金なしで財産管理人を申し立てることができた。）

・当該土地の売却価格が代執行費用を上回ったため、代執行費用は全額回収された。

構造規模等
・木造１階建
・延床面積：約32㎡、敷地面積：約76㎡

申立理由
・空家法に基づく特定空家等認定
・略式代執行等費用回収

申立日 ・平成29年３月

相続財産管理人 ・弁護士（市の顧問弁護士を推薦）

予納金

・０円
※市の顧問弁護士にあらかじめ交渉し、予納金を納

付せず選任することを了解いただいた。
※所轄家庭裁判所へは予納金なしで選任を申し立て、

選任が決定。

代執行費用 ・約99万円

代執行前

代執行後
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隣地取引のコーディネート：北海道室蘭市

司法書士会

解体の助言・指導特定空家等
の所有者

室蘭市 近隣住民、
町内会等

解体費用等の
負担が困難

近隣住民等への
無償譲渡意向を確認

空き家の解体費用＋
所有権移転登記費用
などの負担
無償譲渡による
跡地取得意向を確認

マッチング

解体費用の9/10
（上限150万円）助成

協定

登記手続き無償譲渡契約

・特に危険等の切迫性が高いと市が認め、所有者等による自主的対応が困難な特定空家等に関し、市
が積極的に所有者と近隣住民等の双方に働きかけを行い、近隣住民等が特定空家等を除却し、跡地
利用することを前提に、所有者が土地・建物を無償譲渡する取組みを平成29年度から開始。

・併せて、除却を行う近隣住民等に対し、除却費用の9/10（木造150万円上限、非木造200万円上限）
を補助する「老朽空家等活用支援助成事業」を創設し、令和4年3月末時点において13件の申請を受
付。

・解体したくても費用負
担が難しい

・相続した空き家を今
後も管理する意思が
なく、相続放棄も考え
ている

・隣地の管理不全空き
家に倒壊、火災発生
等のおそれがあり心
配

・隣家を買い取り、地域
の住環境を改善した
い
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空き家相談に対応するコーディネーターを育成するとともに、空き家相談をワンストップで行う『出
雲市空き家相談センター』と地域活動を行う既存組織が連携して、空き家問題、高齢化問題に対応し
たセミナー、シンポジウムなどの取組を行っている。

空き家相談の体制整備：ＮＰＯ法人出雲市空き家相談センター

NPOのメンバーである宅地建物取引士、
土地家屋調査士、司法書士、行政書
士、税理士、地元信用金庫、遺品整
理士、宅建士などの専門家が揃い、
その場で相談に対応。
好評により定期開催（年１回）

■相談体制の拡充

NPO会員の拡充
・宅建センター（宅建協会）
・遺品整理士、リフォーム業者
・地元信用金庫、解体業者など
市との協力体制強化
・包括連携協定締結

■「ワンストップ空き家相談会」の開催

➀ 空き家相談をワンストップで⾏う『ＮＰＯ法人出雲市空き家相談センター』を設⽴
➁ 地域活動を⾏う既存組織の事業に、空き家対策に関する事業を追加
➂ 空き家相談に対応するコーディネーターを育成
➃ 空き家に対する問題意識の醸成（ワンストップ空き家相談会、空き家対策シンポジウムを開催）
⑤ 市との包括連携協定締結、空き家安心サポート事業受託（いずも空き家バンク運営、相談・予防啓発事業）
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事例検討会で対応力強化



空き家の活用や除却の際に、課題のひとつとなる住宅内に残された家財の処分に関し、市町村による
処分費用に対する助成や、NPO法人による家財売却などのモデル的な取組が実施されている。

空き家内の家財の処分に関する取組事例

市⺠向けの助成制度の事例

①広島県呉市
市内の⼀⼾建ての空き家内の家財道具等

を処分し、「呉市空き家バンク」に登録又
は宅地建物取引業者と媒介契約を締結する
場合に、費用の⼀部を補助するもの。

【補助額】
最⼤１０万円（補助率1/2）

【対象経費】
ゴミ処理⼿数料及び運搬⾞両リース代
廃棄物処理業者による運搬、処分費

②島根県出雲市
市内の空き家の残置物処分やハウスク

リーニングを利用し、「いずも空き家バ
ンク」に登録する場合に費用の⼀部を補
助するもの。

【補助額】
最⼤５万円（補助率1/2）

【対象経費】
残置物処分及び空き家内部の
クリーニング費用

除却を促す方策としてのモデル事業

○特定非営利活動法⼈Goodstock（兵庫県たつの市）
『空き家残置物の再販流通ネットワークの構築による除却促進モデルの開発』

【目的】

残置物を売却し、売上⾦を空
き家の除却費用に充てて資⾦⾯
のハードルを下げるというモデ
ルを構築する。

【取組内容】

全国の古物商ネットワークと
連携し、空き家残置物の具体的
な流通経路を検討する。
また、残置物の減少により空

き家の除却費用が低減できるこ
とを適切な試算により明らかに
する。

※R元年度空き家対策の担い手強化・連携モデル事業での採択事業の一つ。
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【基幹系サーバー】
・航空写真図・地番現況図

・家屋現況図
・土地マスタ・家屋マスタ

統合データベースにより空き家対策業務を効率化：茨城県笠間市

・空き家に関する市役所内の様々なデータベースを統合化。

・当該データベースは、既存のGISシステムに、納税者の住所等の課税情報や空家情報を掲載し、さ
らに、不動産登記情報を定期的に更新。

・これらにより、市職員は空き家対策に必要となる情報を一元的に閲覧することができ、効果的に空
家特措法に関する事務を実施。

■システム画面イメージ ■基幹系サーバーによる情報閲覧のすみ分け

【税務課PC】

航空写真図

地番現況図

家屋現況図

土地マスタ

家屋マスタ

【企業誘致・移住推進課PC】

航空写真図

地番現況図

家屋現況図

ゼンリン住宅地図

閲覧用土地マスタ

閲覧用家屋マスタ

＋空き家情報管理

登記データ
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農地付き空き家の活用促進の事例：兵庫県宍粟市

・市の農業委員会は、増加する空き家の活用や移住・定住人口の確保、農地の適正管理等を目的として、空き家バンクに登録する

空き家と付随する農地を取得する場合に限り、農地取得の下限面積を1ａ(100㎡)に緩和（都府県では原則50ａ)

・宍粟市では平成28年4月から農地付き空き家の取組を開始し、令和３年度末までに44件が成約（同年度末時点の登録数23件）

■空き家及び農地所有者の登録等の手続き ■農地付き空き家の購入等希望者の手続き

※相談対応・現地案内・宅建協会への紹介

■農地付き空き家の例

【母屋】

【畑】

① 空き家バンクに登録（空き家バンク担当課）

② 空き家に付随する遊休農地を農業委員会

に別段面積・区域の指定申請

農業委員会総会で議決

農地を下限面積１ａ区域に

指定・告示（地番指定）

③ １ａ区域の農地を登録

① 空き家バンクに登録(空き家バンク担当課※))

② 所有者又は宅建業者等との商談

③ 空き家と農地の購入決定

④ 農地の権利移動の許可手続き(３条申請)

農業委員会総会で議決

⑤ 所有権移転手続き(法務局)

農地取得の決定（３条許可）

し そ う し

兵庫県宍粟市の取組事例
し そ う し

空き家や遊休農地の増加、都市部住民の農山漁村への移住希望ニーズに対応するため、「農地付き空き
家」に取り組む自治体が見られる。国土交通省では、平成30年３月に、農地付空き家を円滑に活用する
取組について、関連制度や運用事例等を自治体向けの手引きとして作成・公表。
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・平成27年に、４軒長屋の妻側の空き家の屋根と外壁の一部が崩落し、近隣住民や町会が市に苦情・要
望。市は所有者に対し建築物の改修を再三働きかけてきたが、経済的理由により危険状態を放置。

・このまま放置すると建築物が倒壊することは不可避であり、近隣に危害を及ぼすことは確実であると
して、市は危険空家等対策に関する条例に基づき所有者に建築物の保安上必要な措置を勧告。

・所有者は、市の勧告後に土地・建物を不動産業者に売却し、建築物は同業者が除却。

物
件
概
要

建築年 ・昭和2年

建築物の
構造等

・４軒長屋の妻側住戸
・木造２階建（登記延べ床面積：約64㎡）

土地等の所有者
・土地・建物所有者は同一
（敷地面積：約42㎡）

勧
告
に
至
る
ま
で
の
経
緯
等

所有者の特定
方法

・固定資産税課税情報、登記簿、住民
票、近隣住民聞取り

危険空家等の
判定

・現地調査を行い、近隣への影響度を
確認し、平成27年4月に市が判定

自力解決の指導・平成27年～平成28年まで十数回指導

助言・指導 ・平成27年12月4日

勧告 ・平成28年2月1日（期日：3月31日）

事前命令通知
同年8月23日
（意見書の提出期限：8月31日）

勧告後の所有者
の対応

・所有者は土地・建物を不動産業者に
売却。建物は不動産業者が除却

除却前

除却後
除却後、民－民の話合い➔
により戸境壁を補修

※南側の屋根と外壁の一部が崩落。不法
投棄ゴミによる火災の危険と異臭が発生

条例に基づく長屋（一部空き家）の勧告事例：兵庫県尼崎市
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建築基準法に基づく長屋（一部空き家）の略式代執行事例：京都府京都市

・平成22年に、近隣住民から3軒長屋の妻側の空き家に関する通報があり、市は現地調査を実施し管理

不全状態であることを確認。所有者調査の結果、清算手続き中の法人が所有者であることが判明。

・その後、継続的に現場巡査を実施するとともに、法人の清算人に通知書を送付し、対応を求めてい

たが、清算手続きが終了しないまま2名の清算人が死亡。平成27年2月に法務局の登記官が職権で登

記記録を閉鎖したため所有者法人は消滅しているに等しく、所有者が確知できないと判断。

・このまま放置すると建築物の倒壊は不可避であり、近隣に危害を及ぼすことは確実であるとして、

市は建築基準法（第9条第11項）に基づき建築物の除却の略式代執行を実施。

物
件
概
要

建築年 ・不明（航空写真により戦前建物と推定）

建築物の構造等
・木造・2階建＋物置（登記面積：建築

物約50.6㎡、物置約13.2㎡）

土地等の所有者
・土地・建物所有者は同一法人

（敷地面積：約74.2㎡）

略
式
代
執
行
に
至
る
ま
で
の
経
緯

所有者の特定 ・登記事項証明書

空き家の判定 ・平成26年4月（条例に基づく著しい管理
不全状態の判定）

隣接住戸所有者
への対応

・戸境壁の補修等に関する覚書の取付

公告 ・平成28年12月26日（期日：1月26日）

略式代執行 ・平成29年1月31日
撤去工事完了 ・ 同年3月17日

除却工事費用 ・約440万円

苦労した点
・共有壁を介する除却工事となるため、
通常より工事管理に注意を要した

※南側道路
（2項道路）に
面する外壁
の一部を残
して屋根、
外壁が崩落

代執行前

代執行後
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・登記名義人の死亡後、相続協議がなされず、最後の居住者が死亡してから約３０年が経過。

・建物の傾斜、土壁の崩落、トタン屋根の剥落など腐朽が著しく、早急に相続関係者に対応を促す必
要があったが、相続関係者多数により直ちに相続関係者全員を把握することが困難。

・このまま放置すると倒壊の危険性が極めて高く、加えて東側は県道、北側は市道に面し、周辺に対
する影響が大きいことから、市の空家等対策の推進に関する条例第6条に基づく「緊急安全措置」
の必要があると判断し、台風の到来前の平成29年8月に空家等の取壊し等を実施。

物
件
概
要

建築年 ・不詳

構造・面積等 ・木造2階建て

土地等の所有者 ・土地・建物所有者は同一

措
置
に
至
る
経
緯

きっかけ ・近隣住民からの苦情

所有者の特定
・固定資産税税情報、戸籍情報、近

隣住民への聞き込み等
緊急安全措置の
意思決定

・空家等対策審議会の意見を踏まえ、
市長が意思決定

所有者の確知
・戸籍調査中であるが、直ちに相続

関係者全員を確知することが困難
と判断

公告 ・平成29年7月14日（期日：7月27日）

措置の執行
・ 同年8月1日
・空家等の取壊しと廃材等の現地保

管

取壊し工事完了 ・ 同年8月7日（延べ7日）

取壊し費用 ・約90万円

措置前

措置後

※取り壊し後の
廃材等はブ
ルーシートを
設置して現地
に保管

※著しく腐朽し、
倒壊等の危険
性が極めて高
い状態

条例に基づく緊急安全措置の執行事例：山梨県中央市
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条例に基づく緊急安全措置の執行事例：福岡県福津市

・空き家を相続した所有者は、長年、精神疾患により入院しているため、約30年以上管理不全状態が
継続。平成29年6月に突然、建物が倒壊し、屋根や外壁の多くが通学路である前面道路上に散乱。

道路管理者である市は、道路上に飛散した外壁材等を敷地内に戻すなど、危険を緊急的に除去。

・市は、敷地内に残る建物も隣家の駐車場に倒れかかり、倒壊を免れている状態であり、放置すると
隣家及び地域住民に対して危害が及ぶおそれがあるなど、対応の緊急性が極めて高いと判断し、空
家等の適正管理に関する条例第8条に基づき、平成29年8月に空家等の全部を解体・除却。

物
件
概
要

建築年 ・不明（江戸時代）

構造・面積等 ・木造草葺平屋建て（面積：約117㎡)

土地等の所有者 ・土地・建物所有者は同一

緊
急
安
全
措
置
に
至
る
経
緯

きっかけ
・屋根材飛散で通行中の車両に衝突

しかけたとの通報（H24.4）

所有者の特定
・不動産登記情報、戸籍情報等によ

り父母や兄弟姉妹等を確認したが、
何れも不存在

所有者の財産管
理の可能性

・診断書を入手、所有者による財産
管理能力はなしという診断

措置の執行
・平成29年8月8日
・空家等の取壊しと廃材等の搬出

取壊し工事完了 ・ 同年8月24日（延べ10日）

取壊し費用 ・約117万円

費用回収方法 ・回収は困難

倒壊時

措置後

措置前
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ふくつし

【国土交通省HP】空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報

・空き家関係施策に係る資料については、国土交通省のHPに掲載しておりますので、業務にあたりご
参考いただくようお願いいたします。

■アクセスの方法
国土交通省トップページ 住宅・建築施策のページ

URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

■掲載内容

法令・告示等

法律、省令、告示（基本指針）、ガイドラインや空き家対策の現状に関する資料

条文別施策情報

空家等の所有者等に関する情報の利用等（第１０条関係）、特定空家等に対する措置
（第１４条関係）、財政上の措置及び税制上の措置等（第１５条関係）に係るガイドラ
インや制度概要等

参考情報

空家等対策に係る関連施策・支援メニューや法の施行状況等

政策情報・分野別一覧
をクリック 空き家対策をクリック
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